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退職手当組合の事務およびその取り扱いについて 

 

 

 Ⅰ．退職手当組合事務の概要 

 

  １．市町負担金調定事務 

    市町負担金は、給料月額異動報告書および給料月額確認書兼異動報告明細書を基にして計算す 

る。 

なお、市町負担金の算定の基礎となる給料月額は、平成18年４月実施の給与改正に伴う経過措置 

として、改正後の給料が改正前に受けていた給料に達するまでの間、その差額を支給することが規 

定されている場合には、その差額を含めた額となる。 

 

   (1) 所属所単位に毎月１日現在の給料月額を特別職・一般職に区分し、次の負担率を乗じて算定 

    する。 

     市町負担金率（条例第31条第１項） 

     ・特別職  給料月額の１０００分の３００ 

     ・一般職  給料月額の１０００分の１７０（※平成23年4月1日以降） 

           ※一般職の負担率：平成22年度：1000分の160 

     

   (2) 市町負担金の計算方法 

     市町負担金＝（前月の給料月額＋本月給料月額異動の増減額）× 負担率 

      ただし、個々の職員について計算するものではなく、所属所全体の給料月額の合計により 

     計算する。 

 

   (3) 市町負担金の納入通知 

     市町負担金の調定に基づき本組合から毎月２０日頃負担金納入通知書を発行する。これにより各 

団体は市町負担金を納付する。 

 

  ２．市町負担金調定に関する構成団体事務担当者の事務 

   (1) 給料月額異動報告書および給料月額確認書兼異動報告明細書（毎月１日現在）を退職手 

当組合へ当該月の１０日までに送付する。 

     ※ 電子媒体（フロッピーﾃﾞィスク）を用いた報告方法については、Ｐ．２４参照 

 

   (2) 市町負担金は毎月末日までに納付する。 

 

  ３．月の中途における職員の異動等に伴う市町負担金の徴収方法について 

   (1) 特別職が月の中途において就・退職した場合の取り扱い 

    ① 同一人が同一職に再任されたときは、重複して市町負担金を徴収しない。 

    ② 同一人が異なる特別職の職に就任されたときは、それぞれの職に係る報酬に対し重複して 

     市町負担金を徴収する。 
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   (2) 一般職の職員が月の中途において特別職の職員となった場合の取り扱い 

     この場合においては、一般職の職に係る給料および特別職の職に係る報酬の双方から市町負 

担金を徴収する。 

 

    (3) 構成団体内において職員が月の中途に転出または転入した場合の取り扱い 

    ① 転出および転入の日が引き続いているときは、転出した団体からその月の市町負担金を徴 

収し、転入した団体においては翌月から市町負担金を徴収する。 

    ② 転出および転入の日が引き続いていないときは、前後の団体双方からその月の市町負担金 

を徴収する。 

 

   (4) 職員が月の中途に構成団体外の団体から転入または構成団体外の団体へ転出したときは、ど 

ちらの場合も市町負担金を徴収する。 

 

   (5) 職員の給料月額が月の中途に昇給または降給により異動のあった場合、その発令がなされた 

    給料月額に対して市町負担金を徴収する。 

 

   (6) 滋賀県から市町に職員が派遣されてきた場合に、当該職員の退職手当を措置するのはどちら 

かということを、当該派遣に係る協定書等を十分確認したうえで、市町が措置すべきときは、 

本組合に対し就職手続を行う。 

 なお、県を一旦退職し、引き続き各市町で任用されている「教育参事」など、県に復帰を前 

提としたものであっても、市町での在職中に急遽退職した場合、県において当該者に係る退職 

手当を措置することとなっていない限り、本組合に対し加入手続を行う必要がある。 

 

  ４．差額負担金 

     勧奨退職者および整理退職者に支給した退職手当について、当該退職を自己都合により退職 

    した者として計算し、その差額相当額を差額負担金として当該団体から徴収することとなって 

いる。 

 

   (1) 差額負担金の計算方法 

     ① 『差額負担金』＝『勧奨（整理）による退職手当』－『自己都合による退職手当』 

     ② 勧奨（整理）退職と自己都合退職の額で差が生じる要因 《差額負担金計算例 Ｐ．70～Ｐ．71》 

「退職手当の基本額」 

・適用条項による支給率の差           《勧奨と自己都合の支給率比較 Ｐ．72》 

        ・定年前早期退職者特例措置       《10．定年前早期退職者特例措置についてＰ．14》 

       「退職手当の調整額」 

・勤続年数によって自己都合退職に制約      《「退職手当の調整額」制約一覧Ｐ．62》 

 

   (2) 差額負担金の納入通知 

      差額負担金納入通知書により各団体は差額負担金を納付する。 
 

   (3) 差額負担金の納付方法等の別について 

      差額負担金の納付時期は、原則、次のＡに記載のとおり当該年度の出納閉鎖期日までとなっている 

が、これにより難い場合は、組合長の承認を得て次のＢ～Ｄによる納付方法をとることができる。 
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① 一括納付（条例第 31 条第 2項、第 3項） 

Ａ 原則的に退職日の属する年度(以下「当該年度」という。)の出納閉鎖期日（５月末日）まで 

の一括払いとする 

 

Ｂ Ａにより難い場合、当該団体の長は所定の申請書を提出し組合長の承認を得て、当該年度の 

翌年度の年度末（３月末日）までの一括払いとすることができる 

 

② 分割納付（条例第 31 条第 4項、第 5項） 

 一括納付により難く、当該年度に新たに生じた差額負担金の総額が５００万円以上である場合、 

当該団体の長は所定の申請書を提出し、組合長の承認を得て次の何れかの方法による分割払いと 

することができる。 

 

Ｃ 当該年度の出納閉鎖期日まで、翌年度および翌々年度の３月末日までに均等に３分割して納 

付する。 

 

Ｄ 当該年度は納付を猶予し、翌年度および翌々年度に均等に２分割でそれぞれの年度の３月末 

日までに納付する。 

 

     ③ 利子の賦課  なし 

 

     【納付方法一覧表】 

 当該年度（出納閉鎖期日まで） 翌年度（3月末日まで） 翌々年度（3月末日まで）

Ａ 一括納付   
① 一括納付 

Ｂ （納付猶予） 一括納付  

Ｃ 3 分の 1納付 3 分の 1納付 3 分の 1納付 
② 分割納付 

Ｄ （納付猶予） 2 分の 1納付 2 分の 1納付 

 

    (4) 差額負担金に関する構成団体事務担当者の事務 

      次ページの「差額負担金に関する事務の流れ」を参照 



差額負担金に関する事務の流れ 

区分 事務手続き（本組合の事務を黒文字、構成団体の事務を青文字で表記） 

9 月 ・ 9 月末日までに本組合に勧奨退職予定者の報告 

11 月 （差額負担金の概算額を通知し、併せて差額負担金の納付方法（A、B、C、D）の予定について事前照会） 

1 月 ・ 差額負担金の納付方法（A、B、C、D）の予定について事前回答 

3月 31日 （勧奨退職予定者が退職） 

① 一括納付 ② 分割納付（※） 

 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

退職手当請求書類と併せ

て「差額負担金翌年度一

括納付申請書（様式第 5

号の 3）」を提出 

退職手当請求書類と併せて「差額負担金分割納付申請書

（様式第 5号の 5）」を提出。 

この際に〔ＣかＤ〕のいずれの納付方法によるのかを選択

する。 
4 月 

（退職手当金支給

後、「差額負担金納

入通知書（様式第 5

号の 2）」を送付） 

（納付申請の承認、退職

手当金支給） 

（納付申請の承認、退職手

当金支給、「差額負担金納

入通知書（様式第 5号の 2）

を送付）」 

（納付申請の承認、退職手当

金支給） 

5 月 

５月末日までに「差

額負担金納入通知

書」により負担金を

納付 

（完了） 

（納付猶予） 

５月末日までに「差額負担

金納入通知書」により当該

年度分の負担金を納付

（1/3 回目） 

（納付猶予） 

翌年度 

2 月 

 
（「差額負担金納入通知書」を送付） 

翌年度 

3 月 

 ３月末日までに「差額負

担金納入通知書」により

負担金を納付 

（完了） 

３月末日までに「差額負担

金納入通知書」により当該

年度分の負担金を納付

（2/3 回目） 

３月末日までに「差額負担金

納入通知書」により当該年度

分の負担金を納付 

（1/2 回目） 

翌々年度

2月 

 
 （「差額負担金納入通知書」を送付） 

翌々年度

3月 

  ３月末日までに「差額負担

金納入通知書」により当該

年度分の負担金を納付

（3/3 回目：完了） 

３月末日までに「差額負担金

納入通知書」により当該年度

分の負担金を納付 

（2/2 回目：完了） 

（※） 当該組合市町に係る差額負担金の総額が５００万円未満である場合、分割納付はできない。 

 
（※：上記の表の記号説明等） 

 記号 当該年度（出納閉鎖期日まで） 翌年度（3/31 まで） 翌々年度（3/31 まで）

A 一括納付   
① 一括納付 

B （納付猶予） 一括納付  

C 3 分の 1 納付 3 分の 1 納付 3 分の 1 納付 
② 分割納付 

D （納付猶予） 2 分の 1 納付 2 分の 1 納付 
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B 申請書                 B 承認書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C・D 申請書              C・D 承認書 
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A・B・C・D 共通 納入通知書  
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  ５．退職手当裁定事務 

    退職手当は職員が退職後、本人（本人が死亡退職の場合は遺族）の請求により本組合が裁定し、 

支給する。 

    裁定は特別職、一般職に区分し、各々所定の算式により行う。 

    退職手当は、職員が退職した日から起算して原則１月以内に支給する。 

    なお、退職手当を支給後、給与改正により給料月額に差額が生じた場合は、新たに計算した退 

   職手当額と既に支給した退職手当額の差額を支給する。 

 

    ＊特別職、一般職の主な相違点は次のとおりである。 
 

 特 別 職 一 般 職 

勤続期間 月 数 年 数 

控除期間 無 有 

退職事由による優遇 

措置 
無 有 

 

在職期間中の貢献度加算

（退職手当の調整額） 
無 有 

 

 

   (1) 退職手当裁定書 

     通知書、裁定書いずれも退職手当の計算書であって、源泉徴収票（団体経由で支払う場合は、 

領収書も）も同時に作成する。 

     なお、通知書は退職者宛、団体長宛の２種類、裁定書は本組合の記録となる。給与改正で差 

額支給が生じた場合も同通知書、裁定書を作成する。 

 

  ６．退職手当裁定に関する構成団体事務担当者の事務 

    退職手当に係る事務の詳細については、後述の「Ⅱ退職手当制度の概要（P．10～）」および「 

   Ⅲ．事務手続きに係る様式および添付書類について（P．23～）」を参照して下さい。 

 

  ７．組合事務の電算処理 

    本組合では下記の事務を電算化しており、それぞれ本書に記載の処理コードにより手続きを行 

   うこととなります。 
 

   (1) 職員台帳の管理 

    ① 職名歴・氏名（漢字・フリガナ） 

    ② 生年月日 

    ③ 性別 

    ④ 就職日 

    ⑤ 前歴期間・所属所 

    ⑥ 給料異動歴 

    ⑦ 定年の区分 
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⑧ 休職等の期間・事由 

⑨ 派遣期間 
 

   (2) 市町負担金の調定および収入事務の処理 

    ① 団体別負担金調定額の算定および集計 

    ② 市町負担金調定額集計表の作成 

    ③ 負担金納入通知書の発行 

    ④ 給料月額確認書兼異動報告明細書の発行 

    ⑤ 市町負担金台帳および収入状況表の作成 
 
 

(3) 差額負担金の調定および収入事務の処理 

    ① 差額負担金調定額の算定および集計 

    ② 差額負担金納入通知書、計算書、年次償還表の発行 

    ③ 差額負担金台帳および収入状況表の作成 
 

   (4) 退職手当の裁定 

    ① 退職手当裁定書の作成（税額計算も含む。） 

    ② 裁定通知書の発行（請求者あて） 

    ③ 送金通知書の発行（所属団体長あて） 

     ④ 領収書の発行（団体経由で支払う場合のみ） 

    ⑤ 源泉徴収票の発行（請求者あて） 

 

     (5) 退職手当支給状況の作成 

    ① 退職区分別 

    ② 適用条項別 

    ③ 団体別  

    ④ 不支給者 

 

   (6) 職員構成調 

    ① 職員数調（年齢別、勤続年数別、年齢勤続年数別、定年区分別、職種別） 

    ② 給料月額調（            〃             ） 

 

   (7) 給料表リスト 

    ① 全構成団体の特別職の報酬月額一覧表 

    ② 全構成団体の一般職（職種別）給料表 
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(8) 職員の検索 

     指定年月日現在における次の各指定項目に該当する職員を全員リストアップする。 

    ① 団体 

    ② 特別職・一般職 

    ③ 性別 

    ④ 年齢 

    ⑤ 勤続年数 

    ⑥ 職種 

    ⑦ 定年区分（６０歳、６３歳、６５歳、勤務延長、特別職） 

    ⑧ 給料種別 

    ⑨ 給料月額 
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Ⅱ.退職手当制度の概要 

 

    １．本組合の退職手当制度の適用範囲（条例第１条、第２条、第３条） 

      滋賀県市町村職員の退職手当に関する条例（昭和５８年条例第３号）は、組合市町に勤務す 

     る職員で常時勤務に服することを要する者に適用する。 

   (1) 定数内職員である一般職の職員（再任用職員および短時間勤務の任期付職員を除く。） 

   (2) 特別職等の職員 

    ① 組合市町の長および管理者 

    ② 組合市町の副市町長および副管理者 

    ③ 組合市町の教育長 

 

  ２. 死亡退職に係る退職手当の支給について（条例第２条の２） 

   (1) 遺族の範囲及び順位 

     職員が死亡により退職した場合、退職手当の支給を受ける遺族の範囲は次のとおりである。 

     なお、退職手当を受ける順位は、次の号の順位によるとともに、第２号および第４号に掲げ 

    る者のうちにあっては、同号に掲げる順位により支給することとなる。 

    ① 配偶者（届け出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者 

     を含む。） 

    ② 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を 

     維持していたもの 

    ③ ①および②に掲げるもののほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持して 

     いた親族 

    ④ 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で②に該当しないもの 

 

   ※１「主としてその収入によって生計を維持していたもの」であるかどうかの認定基準は、その 

     親族が扶養手当支給上の扶養親族となっているか、住民票等によって同一の居住となってい 

     るか、共済組合の認定上被扶養者となっているか、税法上の扶養控除対象者もしくは扶養親 

族となっているか等を総合的に勘案し、個々の実態に即して判断することとされている。 

   ※２ 遺族のうち第１順位者が成年被後見人である場合には、後見人に対し、意思能力のない未 

     成年である場合には親権者又は後見人に対し、意思能力のある未成年者又は被補佐人である 

     場合には親権者若しくは後見人又は補佐人の同意を確認の上本人に対し、それぞれ支給する。 

 

   (2) 遺族からの排除 

    ① 職員を故意に死亡させた者 

    ② 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位ま 

     たは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者 

 

  ３．退職手当の支払（条例第２条の３） 

    一般の退職手当は、職員が退職した日から起算して１月以内に支払うこととなっている。 

    ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができ 

   ない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。 



 

  ４．一般の退職手当（条例第３条の２） 

    一般職の退職手当の額 ＝ 退職手当の基本額 ＋ 退職手当の調整額 

 

  ５．退職手当の基本額（条例第４条から第６条、第６条の３、付則第３項） 

     退職時の給料月額に、その者の勤続期間や退職理由の別に定める条例第４条から第６条の支給 

率および付則第３項の割増率を乗じて退職手当の基本額を算出する。 

なお、勤続２0年未満の自己都合退職者には下記①に掲げる短期減率があり、また、勤続２0年 

    以上の退職者（自己都合退職を除く）には下記②の割増措置がある。 

 

    ① 短期減率（勤続２０年未満の自己都合退職者に適用） 

           １年以上10年以下の者      １００分の６０ 

           11年以上15年以下の者      １００分の８０ 

           16年以上19年以下の者      １００分の９０ 

 

    ② 割増措置（勤続年数に伴う割増：本則付則第3項） 

      自己都合（懲戒免職および失職等を含む）以外の退職事由で勤続２０年以上の場合、当該合 

計額に 104/100の加算を講じる。 

 

 ＊ 「退職手当の基本額の支給率早見表」を付録に収めており、当該支給率は上記の短期減率 

や割増措置を含んで表示しております。（Ｐ.60） 

 

    ③ 定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例（条例第6条の3） 

      所定の条件を具備する場合、退職時給料月額に２％～２０％の割増を行う。 
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  ６．退職理由と適用条項について（条例第４条から第６条） 

  自己の都合による退職等の場合（第４条） 

一般の退職手当 11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合（第５条）

 整理退職等の場合（第６条） 

退職手当  

 予告を受けない退職者の退職手当（第13条） 

特別の退職手当 

 失業者の退職手当（第 14 条） 

 

 

 

 

 

 

   (1) 退職理由の主な態様は、①自己都合、②死亡、③傷病、④勧奨、⑤定年、⑥整理の退職があ 

    り、死亡による退職については、公務上と公務外に区分され、また、傷病による退職について 

    は公務上、公務外および通勤に区分されている。 

 

   (2) 勤続年数と退職理由との組み合わせによって条例第４条、第５条、第６条の退職事由に区分 

    される。具体的には、次のとおりである。 

    ① 自己都合退職は、勤続年数にかかわらず全てが条例第４条の適用となる。 

    ② 死亡退職は、公務上死亡の場合は、勤続年数にかかわらず全てが条例第６条の適用となり、 

公務外死亡の場合は、勤続１０年以下は条例第４条、勤続１１年以上２４年以下は条例第５ 

条、勤続２５年以上は条例第６条の適用となる。 

    ③ 傷病による退職は、公務上傷病の場合は、勤続年数にかかわらず全てが条例第６条の適用 

     となり、公務外傷病の場合には、勤続年数にかかわらず全てが条例第４条の適用となる。ま 

た、通勤傷病の場合には、勤続１０年以下は条例第４条、勤続１１年以上２４年以下は条例 

第５条、勤続２５年以上は条例第６条の適用となる。 

    ④ 勧奨退職は、勤続１１年以上２５年未満は条例第５条、勤続２５年以上は条例第６条の適 

用となる。 

    ⑤ 定年退職は、勤続１０年以下は条例第４条、勤続１１年以上２４年以下は条例第５条、勤 

続２５年以上は条例第６条の適用となる。 

      なお、上記の適用については、職員が定年に達した日以後その者が定年により退職するこ 

     ととされている最初の３月31日までにその者の非違によることなく退職したものに対する退 

     職手当について準用される。 

    ⑥ 整理退職は、勤続年数にかかわらず全てが条例第６条の適用となる。 

 

   (3) 退職手当条例上、傷病による退職の「傷病」とは、次のとおりとする。 

      条例第４条第２項に規定する「傷病」とは、地方公務員等共済組合法施行令第25条の８別 

表第１に掲げる障害の状態にある傷病である。 

      なお、同表に掲げる程度の障害の状態にない傷病を理由とする退職は自己都合退職である。 

 

   (4) 「公務上」の認定の基準は、次のとおりとする。（条例第７条） 

      退職理由である傷病または死亡が、公務上のものであるかどうかを認定するにあたっては、 

     災害補償法その他の法律の規定により職員の災害に対する補償を実施する場合における認定 

     の基準に準拠して行うこととなる。 

      なお、通勤途上における災害に起因する退職については、退職手当条例上の「公務上の傷 

     病または死亡による退職」には該当しないものとして取り扱うこととなる。 
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  ７．勧奨退職について 

   (1) 勧奨の意義 

      一般的に、退職勧奨とは、人事の刷新、行政能率の維持・向上を図る等のため、任命権者ま 

     たはその委任を受けた者によって職員本人の自発的な退職意思を形成させるための事実上の慫 
しょう 

     慂（傍から誘いすすめること。）行為であると解されている。 
よう 

      退職手当条例上、職員が退職勧奨に応じてその者の非違によることなく退職した場合には、 

     「勧奨退職」として自己都合退職等とは異なった取り扱いとなっている。 
 

   (2)  勧奨退職の取り扱い 

      勧奨退職者の勤続年数により、次のとおり退職手当条例の適用条項が異なる。 

       ① 条例第6条第1項適用 勤続25年以上 

       ② 条例第5条第1項適用 勤続11年以上25年未満 

 

     ＊ 「滋賀県市町村職員退職手当組合勧奨退職の取り扱い基準に関する要綱」は付録の中に 

収めてあります。（Ｐ.73～74） 

 

   (3) 勧奨の記録（条例第6条の4） 

      「勧奨を受けて退職した者にかかる当該勧奨は、その事実について、組合市町の長の定め 

     るところにより、記録が作成されたものでなければならない。」となっている。 

 

  ８．定年退職について 

    （定年退職の時期） 

   (1) 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の３月３１日に退職するこ 

    ととされている。 
 

   (2) 「定年に達した日」とは、当該職員に適用される定年年齢に達した日が「定年に達した日」 

    であり、その計算方法については、「年齢計算ニ関スル法律」の定めるところによる。すなわ 

    ち、定年が６０歳の場合は、６０歳の誕生日の前日が「定年に達した日」となる。 

 

  ９．勤務延長または再任用された職員の退職手当の取り扱いについて 

   (1) 勤務延長された場合の取り扱い 

    ① 勤務延長された場合には、定年退職日において「退職」という事実が発生しないので、そ 

     の時点では退職手当が支給されない。 

    ② 勤務延長の期限の到来により退職する場合には、勤続期間に応じ、条例第４条から第６条 

     までの規定に基づく定年退職の退職手当が支給される。 

    ③ 勤務延長の期限の到来までに退職する場合には、その退職について特に本人の落度がない 

     限り、勤続期間に応じ、条例第４条から第６条の規定に基づく定年退職の退職手当が支給さ 

     れる。 

      なお、勤務延長された者が懲戒免職、失職等により退職する場合には、退職手当（定年に 

     達した日までの勤続期間も含む。）が退職手当の支給制限に該当することはいうまでもない。 

 

   (2) 再任用された場合の取り扱い 

      退職手当は支給されない。 
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 １０．給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例（条例第６条の２） 

    平成18年4月1日以降の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定以外の理由（降格、給料表間異 

動等）によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、特定減額前給料月額（当 

該理由による減額がなかったものとした場合の給料月額のうち最も多いもの）が退職日給料月額 

よりも多いときは、退職手当の基本額の計算方法の特例を適用する。 

 

＜計算方法の特例＞ 

退職手当の基本額＝〔特定減額前給料月額×減額日前日までの勤続期間に応じた支給率〕＋〔 

         退職日給料月額×（退職日までの勤続期間に応じた支給率－減額日前日ま 

での勤続期間に応じた支給率）〕 

     

     ※ 定年前早期退職者特例措置（条例第6条の3）の対象者は、「特定減額前給料月額」と「 

      退職日給料月額」の両方が割増の対象となる。 

 

退職手当の基本額＝〔特定減額前給料月額×（１＋（定年年齢－退職時の年齢）×２％）×

減額日前日までの勤続期間に応じた支給率〕＋〔退職日給料月額×（１

＋（定年年齢－退職時の年齢）×２％）×（退職日までの勤続期間に応

じた支給率－減額日前日までの勤続期間に応じた支給率）〕 

 

 

  １１．定年前早期退職者特例措置について（条例第６条の３） 

   (1) 定年前早期退職者特例措置の適用対象 

    ① 勤続期間が２５年以上であること。 

    ② 一定年齢（６０歳定年の者は５０歳、６３歳定年の者は５３歳）以上であること。 

    ③ 定年に達する日から６月前までに退職した者であること。（即ち、６０歳定年の者は退職 

     日において満年齢が５９歳６月未満であり、また、同様に６３歳定年の者は６２歳６月未満 

     であること。） 

    ④ その者の事情によらないいわば公務運営上やむをえない退職理由であること。（整理、勧 

奨退職、公務上の傷病および公務上の死亡による退職） 

 

   (2) 定年前早期退職者特例措置の内容 

     原則として、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、「退職の日における給料月額」であ 

    るが、定年前早期退職者特例措置は、当該給料月額の特例に当たる。 

     すなわち、退職の日における給料月額にその者に係る定年とその者の年齢（満年齢の年単位） 

    との差に相当する年数１年につき２％を乗じて得た額を、当該給料月額に加算した額をもって 

    退職手当の算定基礎とするものである。 

     特例給料月額＝（退職日の給料月額）×〔１＋（２％×定年までの残年数）〕 

 

    （注）退職の日におけるその者の年齢の単位は、「年齢のとなえ方に関する法律」第１項の定 

      めるところによることとされている。 

       具体的には、「満年齢の年単位」である。 
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  １２．退職手当の調整額（条例第８条の４、平成18年条例第4号付則第7項） 

   (1) 退職手当の調整額 

     退職手当の調整額は、基礎在職期間の初日の属する月から末日の属する月までの各月ごとに 

    当該各月にその者が属していた職員の区分（第1号区分～第8号区分）に応じて定める額（以下 

「調整月額」という。）のうち、その額が多いものから60月分の調整月額を合計した額とする。 

     なお、調整月額の算定対象となるのは、平成8年4月1日以降の期間。 

※ 例示として行政職給料表の「退職手当の調整額」は、Ｐ．61に収めております。 

 

   (2) 短期勤続者等に対する退職手当の調整額 

      次に掲げる者に対する退職手当の調整額は上記(1)にかかわらず、次のとおりとする。 

     ① 勤続24年以下の退職者 

       第7号区分の調整月額は０円とする 

     ② 勤続4年以下の退職者および勤続10年以上24年以下の自己都合退職者 

       ①により計算した額の2分の1に相当する額 

 

   (3) 退職手当の調整額が支給されない者 

     ① 自己都合退職以外のものでその勤続期間が０のもの 

     ② 勤続9年以下の自己都合退職者 

      ※ 退職手当の調整額の制約一覧は、Ｐ．62に収めております。 

 

   (4) 退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等 

      算定対象から除外する割合および休職等の理由は次のとおり。 

     ① 全期間を除外 

・ 組合専従休職期間  ・ 自己啓発等休業期間（公務運営に資するもの以外のもの） 

     ② ３分の１の期間を除外（当該期間の月のうち職員の区分が同一である月ごとに最初の月か 

ら数えて３分の１に相当する数（端数切り上げ）になるまでにある月を除外） 

・ 育児休業期間（子が１歳に達した日の属する月までの期間に限る。）がある場合 

・ 育児短時間勤務の期間 

     ③ ２分の１の期間を除外（当該期間の月のうち職員の区分が同一である月ごとに最初の月か 

ら数えて２分の１に相当する数（端数切り上げ（高齢者部分休業は切捨て））になるまでに 

ある月を除外） 

・ ①および②以外の休職等の期間（公務外傷病休職、育児休業（子が１歳に達した日の属 

する月以後の期間）、高齢者部分休業、自己啓発等休業期間（公務運営に資するもの）） 

      ※ 退職手当の調整額の計算例（除算例含む）は、Ｐ．63に収めております。 

 

  １３．差額の排除（本則付則第１１項） 

     退職手当の基本額の算定基礎となる給料月額には、給料月額の減額改定により給料月額が減額さ 

れたことがある場合に経過措置として支給された差額に相当する額を含まない。ただし、負担金の 

算定給料月額を除く。 
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  １４．新制度切替日前日額の保障（平成１８年条例第４号付則第２項） 

     新制度退職手当額＜新制度切替日前日額（平成18年3月31日時点で現に退職した理由と同一 

の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間および同日における給料 

月額を基礎として計算した場合の退職手当の額）となる場合には、新制度切替日前日額を保障 

する。 

 

  １５．勤続期間の計算について（条例第９条から第１２条） 

   (1) 勤続期間の計算の原則は、次のとおりである。 

    ① 勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間により計算する。 

    ② 在職期間の計算は、月単位の計算方法による。（１日でも職員として在職していれば、１ 

     月として計算する。） 

    ③ 職員が退職し、退職の日またはその翌日に再び職員となったときは、引き続いて在職した 

     ものとみなす。 

    ④ 在職期間のうち「子が１歳に達した月の属する月までの育児休業期間」および「育児短時 

間勤務の期間」については、その３分の１の期間を除算する。 

    ⑤ 在職期間のうち「私傷病による休職期間」、「停職期間」、「高齢者部分休業期間」、「 

自己啓発等休業期間（公務運営に資するもの）」、「育児休業期間（子が１歳に達した月の 

属する月以後の育児休業期間）」その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを 

要しない期間（現実に職務をとることを要する日のあった月を除く｡）については、その２分 

の１の期間を除算する。 

なお、「職員団体の専従休職期間」および「自己啓発等休業期間（公務運営に資するもの 

以外のもの）」については、その全期間を除算する。 

      また、「公務上の傷病による休職」は半減の対象とならず、専従休職により職務をとるこ 

とを要しない期間が１月の全期間にわたる場合にはその月が除算対象となるものであり、例 

えば月中途で発令された場合にはその発令のあった月については除算対象とされない。 

    ⑥ その他の（本組合構成団体以外の）地方公務員または国家公務員等としての在職期間につ 

いては、当該期間に係る退職手当の支給を受けていない場合、職員としての在職期間に含む。 

    ⑦ 「引き続いた在職期間」とは、文字どおり引き続いていることであり、１日以上の空白が 

     ないことである。 

    ⑧ １年以上在職した者の勤続期間の端数は切り捨てる。 

    ⑨ 短期在職者（その在職期間全体が１年未満の者）の当該期間の取扱いは、５月以下は切り 

     捨て、６月以上１２月未満は１年とする。 

      ただし、傷病または死亡による退職または第６条第１項の規定による退職手当を計算する 
場合にあっては、１年未満の端数はすべて１年とする。 

 

   (2) 勤続期間計算の特例は、次のとおりである。 

     昭和２８年７月３１日に現に在職する職員の経歴に軍人軍属としての在職期間がある場合に 

    は、軍人軍属としての在職期間を職員としての在職期間に通算する。 

 

  １６．一般職の退職手当の支給制限等（条例第１９条～２６条） 

（1）定義（条例１９条） 

退職手当条例に支給制限等の処分要件を規定するにあたり定義したもの。 

①  懲戒免職等処分 
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職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分であり、地公法の規定による懲戒 

免職処分、同盟罷業を行ったこと等により退職させられた場合の他、原則地公法の適用を受けない 

特別職の職員に対する解職処分等を含む。 

②  懲戒免職等処分実施機関 

既に職員ではない退職者に対し、支給制限処分等の要件となる「懲戒免職相当の認定」等を行う 

機関については、国から示された「条例案」どおり、当該職員の退職日に懲戒権を有していた機関 

と規定しており、各構成団体がこれにあたる。 

 

（2）懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限（条例第２０条） 

① 支給制限処分の対象 

・ 懲戒免職等処分を受けて退職をした者 

・ 欠格条項に該当したことによる失職またはこれに準ずる退職をした者 

       ② 処分内容 

      ・ 退職手当等の全部または一部を支給しないこととする処分を行うことができる 

       ※ 支給制限の処分を受け退職した者には、国は運用方針で原則全額不支給とされており、地 

方にも同様の取り扱いが要請されていることを受け、本組合においても、全額不支給を原則 

とする。 

 

（3）退職手当の支払の差止め（条例第２１条） 

       ①  退職者本人に対する処分要件 

・ 在職中に刑事事件に関し起訴され刑が確定する前に退職したとき 

・ 在職中の行為に係る刑事事件に関し起訴されたとき 

・ 在職中の行為に係る刑事事件に関し逮捕されたとき 

          ※ 「在職中の行為に係る刑事事件」とされているので、いわゆる職務関連の犯罪行為に限定 

されず、刑事事件全般が対象となる。 

・ 懲戒免職等処分実施機関がその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、組合長が一 

般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めたとき 

・ 懲戒免職等処分実施機関が在職中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足り 

る相当な理由があると思料するに至ったとき 

        ②  遺族に対する処分要件 

        ・ 懲戒免職等処分実施機関が在職中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足り 

る相当な理由があると思料するに至ったとき 

 

（4）退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限（条例第２２条）※退職手当の支給前  

      ①  退職者本人等に対する処分要件 

       ・ 刑事事件（退職後に起訴された場合は在職中の行為に限る）に関し禁錮以上の刑に処せられたとき  

         ※ 禁錮以上の刑とは、死刑、懲役、禁錮の刑であり、執行猶予を含む。 

       ・ 再任用職員に対する懲戒免職処分を受けたとき 

       ・ 懲戒免職等処分実施機関が在職中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき 

      ②  遺族等に対する処分要件 

・ 懲戒免職等処分実施機関が在職中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき 
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（5）退職をした者の退職手当の返納（条例第２３条）※退職手当の支給後 

      ①  退職者本人に対する処分要件 

       ・ 在職中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき 

       ・ 再任用職員に対する懲戒免職処分を受けたとき 

       ・ 懲戒免職等処分実施機関が在職中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき 

         ② 上記の内、懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められたことを理由とする処分を行える 

期間は退職日から５年以内 

 

（6）遺族の退職手当の返納（条例第２４条） 

① 遺族等に対する処分要件 

・ 懲戒免職等処分実施機関が在職中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき 

②  返納命令を行える期間は退職日から１年以内 

 

（7）退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付（条例第２５条） 

①  相続人に対する処分要件 

・ 懲戒免職等処分実施機関が当該退職手当を受給した者の相続人に対し、当該退職日から６月以内 

に職員としての在職中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由が 

ある旨の通知をしたとき 

        ②  処分を行える期間は、相続人に当該通知が到達した日から６月以内 

③  退職日から６月以内に聴聞の通知、起訴、禁錮以上の刑の確定または再任用職員に対する懲戒免 

職処分がなされていれば、退職手当の受給者が支給制限処分を受ける前に死亡した場合においても、 

その受給者が死亡した日から６月以内に限り、退職日から１年を超えていたとしても相続によって 

財産を取得した相続人に対し、一般の退職手当等の額の全部または一部に相当する額の納付を命ず 

る処分を行うことができる。 

 

（8）退職手当審査会（条例２６条） 

組合長の諮問に応じ、支給制限等の処分について、調査･審議するため、組合長の附属機関として退 

職手当審査会を置く。 

① 審査会の諮問対象 

・ 懲戒免職等処分を受けるべき行為があったと認められたことを理由とする支給制限処分 

（条例第 22 条第 1項第 3号、同条第 2項） 

・ 返納･納付命令処分（条例第 23 条第 1項、第 24 条第 1項、第 25 条第 1項から第 5項） 

② 審査会の諮問対象外 

・ 懲戒免職等処分を受けて退職および欠格条項に該当して失職の場合の支給制限処分 

（条例第 20 条第 1項第 1号、同項第 2号） 

・ 退職手当の支払の差止処分（条例第 21 条第 1項から第３項） 

・ 退職手当の支払前に、禁錮以上の刑に処せられた場合および再任用職員に対する懲戒免職処分を受 

けた場合の支給制限処分（条例第 22 条第 1項第 1号、同項第 2号） 

 

１７．職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給（条例第２７条） 

（1）職員（本組合構成団体の職員）が退職の日またはその翌日に再び職員となった場合 

（2）退職の日に引き続いて通算規定のある公共団体の公務員となった場合 
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（3）任命権者等の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立法人等職員となった場合 

（4）退職の日に引き続いて移行型一般地方独立行政法人の職員となった場合 

   

  １８．特別職の退職手当の計算（条例第１５条、第１６条） 

     退職時給料月額（報酬月額）×支給率（月単位）×勤続月数 

＊ 支給率は職毎に定められており、割増措置等は無い。（特別職退職手当支給率表はP.74 

           に掲載） 

 

  １９. 一般職の職員の支給制限に関する規定の準用等（条例第１７条） 

   (1)条例第１９条から第２６条までの一般職の職員の支給制限等に関する規定を、特別職の職員 

    の退職手当の支給について準用する。 

   (2) 組合長が退職手当を支給することが不適当と認める場合は、組合議会の議決により支給しな 

いことができる。 

 

  ２０. 特別職の職員の退職手当の特例について（第１６条の２） 

    本条は、組合市町の長の要請に応じ、滋賀県職員が当該任命権者と組合市町の長の締結した協 

   定等に基づいて、組合市町の特別職の職員となる場合についてのみ適用される条項である。 

 

  ２１．退職手当の消滅時効 

    退職手当は、退職後５年間請求権を行使しないときは時効によりその権利が消滅する。（会計 

   法第３０条および民法規定を援用） 

 

  ２２．退職手当の計算方法（条例第４条から第６条の３、第８条の４、平成18年条例第4号付則） 

   (1) 一般職の退職手当の計算 

    ① 退職手当の基本額＝退職時給料月額×支給率（退職事由別、勤続年数別） 

    ② 退職手当の調整額＝規則別表（イ、ロ）において対応する職員の区分×月数（上限60月） 

    ③ 退職手当の額＝退職手当の基本額＋退職手当の調整額 

    ④ ただし、退職手当の額＜保障額 の場合は、保障額を支給 

     ※ 退職手当の計算例は、Ｐ．６４～６９に収めております。 
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２３．退職手当に対する源泉徴収（所得税法第１９９条） 

   (1) 所得税法において、退職手当は、「退職所得」として他の所得と区別し、支払官署において 

    源泉徴収することとされている。 

     退職所得に対する所得税の計算については、退職所得額から勤続年数（所得税法上の勤続年 

    数）に応じた退職所得控除額を控除した残額の２分の１に相当する額を課税退職所得金額とし 

    て税率を乗じて行うこととされている。 

     退職所得控除額は、次のとおりとされている。 

     ① 勤続年数が２０年以下である場合 

       ４０万円に当該勤続年数を乗じて計算した額 

     ② 勤続年数が２０年を超える場合 

       ８００万円と７０万円に当該勤続年数から２０年を控除した年数を乗じて計算した金額 

      との合計額 

 

   (2) 退職手当の所得税を計算する場合の勤続期間の計算は、次のとおりとされている。 

    ① 退職手当の支払者のもとにおいてその退職手当の支払の基因となった退職の日まで引き続 

     き勤務した期間により勤続年数を計算する。 

    ② 職員が公務外の傷病により休職にされ、退職手当の計算の基礎となる在職期間が２分の１ 

     にされている場合でも、所得税法上の勤続期間は、その休職期間は２分の２として計算され 

     る。 

なお、組合専従休職の期間は全て除算される。 

    ③ 所得税法上の勤続期間は、前記①から②までの計算による期間に１年未満の端数を生じた 

     ときは、これを１年として計算する。 

 

                         退職所得の源泉徴収税額の速算表               
 

課税退職所得金額(A) 税率(B) 控除額(C) 税額＝ (A)×(B) －(C) 

   －     195万円以下 

195万円超    330万円以下 

330万円超    695万円以下 

   695万円超    900万円以下 

    900万円超  1,800万円以下 

 1,800万円超 

 ５％ 

１０％ 

２０％ 

２３％ 

  ３３％ 

  ４０％ 

   － 

    97,500円

   427,500円

    636,000円

  1,536,000円

  2,796,000円

(A)×  5％ 

(A)×10％－    97,500円 

(A)×20％－   427,500円 

(A)×23％－   636,000円 

(A)×33％－ 1,536,000円 

(A)×40％－ 2,796,000円 

 

 (注) １．退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した後の金額の２分の１に相当する金額（1,000円  

     未満の端数切捨て）を課税退職所得金額（A）の欄に当てはめて、税額計算を行います。 

    ２．求めた税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。 

 



 

源泉徴収のための退職所得控除額の表（所得税法第 201 条関係） 

退職所得控除額 退職所得控除額 
勤続年数 

一般退職の場合 障害退職の場合
勤続年数 

一般退職の場合 障害退職の場合 

 
2年以下 

 
 
 

 3 年 
 4 年 
 5 年 

 
 6 年 
 7 年 
 8 年 

 
 9 年 
10 年 
11 年 

 
12 年 
13 年 
14 年 

 
15 年 
16 年 
17 年 

 
18 年 
19 年 
20 年 

 
21 年 
22 年 
23 年 

 

千円 

800 
 
 
 

1,200 
1,600 
2,000 

 
2,400 
2,800 
3,200 

 
3,600 
4,000 
4,400 

 
4,800 
5,200 
5,600 

 
6,000 
6,400 
6,800 

 
7,200 
7,600 
8,000 

 
8,700 
9,400 
10,100 

千円

1,800

2,200
2,600
3,000

3,400
3,800
4,200

4,600
5,000
5,400

5,800
6,200
6,600

7,000
7,400
7,800

8,200
8,600
9,000

9,700
10,400
11,100

 

 
24 年 
25 年 
26 年 

 
27 年 
28 年 
29 年 

 
30 年 
31 年 
32 年 

 
33 年 
34 年 
35 年 

 
36 年 
37 年 
38 年 

 
39 年 
40 年 

 
 

41年以上 
 
 
 
 
 
 

 

千円 

10,800 
11,500 
12,200 

 
12,900 
13,600 
14,300 

 
15,000 
15,700 
16,400 

 
17,100 
17,800 
18,500 

 
19,200 
19,900 
20,600 

 
21,300 
22,000 

 
 

22,000千円に、勤続年

数が 40 年を超える 1

年ごとに700千円を加

算した金額 

千円

11,800
12,500
13,200

13,900
14,600
15,300

16,000
16,700
17,400

18,100
18,800
19,500

20,200
20,900
21,600

22,300
23,000

 

 

23,000千円に、勤続年

数が 40 年を超える 1

年ごとに700千円を加

算した金額 

 
 
（注）この表における用語の意味は、次のとおりです。 
１．「勤続年数」とは、所得税法第201条第2項《退職所得に係る徴収税額》に規定する勤続年数に準ずる勤続年数をいいます。 
２．「障害退職の場合」とは、所得税法第30条第4項第3号《障害退職の控除額》に掲げる場合に該当する場合をいいます。 
３．「一般退職の場合」とは、障害退職の場合以外の退職の場合をいいます。 
 

（備考） 
１．退職所得控除額を求めるには、２に該当する場合を除き、退職手当等に係る勤続年数に応じ「勤続年数」欄の該当する行を求めるもの

とし、一般退職の場合にあってはその行の「退職所得控除額」の「一般退職の場合」欄に記載されている金額が、障害退職の場合にあっ

てはその行の「退職所得控除額」の「障害退職の場合」欄に記載されている金額が、それぞれその退職手当等に係る退職所得控除額です。 
２．所得税法第30条第4項第1号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額が、その退職手当等に係る退職所得控

除額です。 
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〔参 考〕 

 

◎ 退職手当金に対する特別徴収 

      

       税  率 （注１） 

  課 税 所 得 市 民 税 県 民 税 

一    律 ６％ ４％ 

 
   （注１）課税所得＝（退職金支払金額－退職所得控除額） × １/２ 

      ※ 勤続年数に応じた「退職所得控除額」の計算方法は、源泉徴収税の場合と同じです。 

 

 【退職所得に係る市県民税額：計算例】 

   （例）３０年勤務した方に退職金２，５００万円を平成１９年１月に支払った場合 

    ①まず、課税退職所得を求めます。（※課税退職所得金額は千円未満の端数を切捨てします。） 

     課税退職所得＝〔2,500 万円（退職金）－1,500 万円（退職所得控除額）〕×１/２ ＝５００万円 

                                ↓ 

      

※退職所得控除額＝８００万円＋７０万円×（３０年－２０年）＝１，５００万円（30 年勤務の場合）

 

    ②次に市民税・県民税それぞれの税額を求めます。 

     （市民税） ５００万円 × ６％ ＝ ３０万円 

     （県民税） ５００万円 × ４％ ＝ ２０万円 

 

    ③次に市民税には１０％相当額を控除する特例措置がありますので、上記税額から１０％相当額を控除 

     します。 

     （市民税） ３０万円 － （３０万円×１０％） ＝ ２７万円（百円未満の端数切捨て） 

     （県民税） ２０万円 － （２０万円×１０％） ＝ １８万円（百円未満の端数切捨て） 

 

    市県民税あわせて、４５万円の納付額となります。 

     （注意）１０％控除後の税額（確定税額）に、百円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てます。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務手続きに係る様式および添付書類について 



 

 

（空白頁） 



  Ⅲ.事務手続きに係る様式および添付書類について 

  １．月次処理 

   (1) 給料月額異動報告書および給料月額確認書兼異動報告明細書（記載例P．41～43） 

     標記書類の提出にあたっては、次に掲げる事項について毎月１日現在の状況をその月の１０ 

    日までに報告するものとし、２日以降当該月の末日までの給料異動等については、翌月に報告 

    するものとします。 

     なお、電子媒体（フロッピーﾃﾞｲスク）により給料月額確認書兼異動報告明細書の異動内容を 

報告することもできます。その方法につきましては、次頁を参考に作成願います。 

     

    ① 給料等の異動 

・ 昇給（昇格による給料異動も含む。） 

※前月分の報告漏れおよび月の中途昇給については、辞令書の写しを添付して下さい。 

・ 減給（懲戒処分等による一時的な給料の減額を除く。 

     ・ その他給料の異動を伴うもの 

 

    【負担金の計算基礎となる給料月額のイメージ】 

                                           
(負担金算定給料月額) 

 

  改正前 300,000円  

  改正後 250,000円  差額  

  昇 給 301,500円   
⇒301,500 円 

⇒298,770 円（250,000 円＋差額）

※差額：(300,000×99.59％)－250,000 

⇒300,000 円  

Ｈ18．4． 1 の給料月額 

Ｈ18．3．31 の給料月額 

                             負担金の算定基礎となる給料月額 

Ｈ19. 1. 1 の給料月額 Ｈ23. １．１の給料月額 

 

※ 負担金額については上記の図のとおり給与改正に伴う経過措置としての差額を含む給料 

月額を超えるまでは変動しませんが、この間、昇給発令等があった場合は、退職手当の 

算定のため必要となりますので、必ず報告して下さい。 

※ 55歳を超える職員の「給料月額」及び「給料の保障額」の定率減額措置後（▲1.5％）の 

月額については、滋賀県市町村職員の退職手当に関する条例第４条第１項ならびに第31条 

第１項に規定する「その者が受けるべき給料の月額」にはあたらないため報告は必要あり 

ません。（従って定率減額措置前の給料月額で負担金を調定します。） 

 

    ② 職員の異動（これらの異動は本書で報告するとともに所定の報告書を提出する。） 

     ・就職（退職派遣からの復帰を含む） 

     ・退職（退職派遣を含む） 

・派遣 

・復帰 

     ・転入 

・転出 

 

    ③ その他の異動 

     ・休職、職名の変更、改姓等の異動事項（本書類の備考欄に記載する。） 

    ＊給料月額確認書は、翌月の異動報告明細書と兼用いたしますので、控はコピーして下さい。 
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電子媒体による給料異動報告 

                      ～平成２３年１月分を例示～ 

【事務の流れ】 

退 職 手 当 組 合 構   成   団   体 

① 送付    

      

〔送付物〕 

・フロッピーデｲスク 

 （前回報告いただいたものを各団体に返送） 

・12月分負担金納入通知書 

・1月分給料月額異動報告書 

・12月分給料月額確認書兼異動報告明細書 

 

 

 

 

 

 

④ 処理 

 

・ＦＤの異動内容を入力、１月負担金計算 

② 処理   （Ｈ23/1現在の全職員分のデータを入力してください）

            

・ 1月分給料月額異動報告書に集計を記載してください。 

・ 12月分給料月額確認書兼異動報告明細書の前月12月の内容を確認し

返送してください。（１月昇給等の給料異動はＦＤに入力済みのため

記入する必要はありませんが、『異動明細はＦＤに入力済み』と記載願

います。） 

 

※ 新規就職者、転入者は様式第１号「職員就職報告書」により報告し、データ 

には含めないで下さい。 

※ 改姓、休職等は様式第２号「職員異動報告書」により報告下さい。 

※ ＦＤは給料異動のあった月のみ送付下さい。 

 

 ③ 提出 

〔提出物〕 

    ・ 入力済みのフロッピーデｲスク 

     ・ 1月分給料月額異動報告書（様式第３号） 

・ 給料月額確認書兼異動報告明細書（様式第４号） 

12 月 20 日頃送付 

1 月 10 日までに返送 

 

【エクセル指定形式】 
 ・ 職員全員のデータとして下さい。（給料異動がない者も含む） 

 ・ エクセルには下記のとおり所定のセルに保存して下さい。 

 ・ コードは、「事務取扱要領」のコード表（Ｐ33～Ｐ34参照）により表記下さい。 

 ・ エクセル表に見出し、タイトル等はつけないで下さい。 

 ・ 罫線は引かないで下さい。 

〈例示〉 

 A B C D E F G H I 

団体番号 職員番号 氏 名 異 動 年 月 異動事由 職種 級 号 給 給 料 月 額  

数 値 形 式   

コード表を参照 
ﾃｷｽﾄ形式 

日 付 形 式 

※文字形式は不可 

数 値 形 式  

ｺｰﾄﾞ表を参照 
数 値 形 式 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ 

１ 0001 00001 滋賀太郎 平成 23 年 1 月１日 11 11 4 23  308000 

２ 0001 00002 退手次郎 平成 23 年 1 月 1 日 11 11 6 44  402000 

３ 0001 00003 大津花子 平成 23 年 1 月 1 日 11 17 3 60  315600 
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上段と同様の場合、『〃』と記載されると

データとしては受け付けられません。 

23 年 1 月に給料異動の無い者

は、Ｄ欄は空白として下さい。
※給料表の給料月額を入力して

ください。（ｶﾝﾏ）、￥はつけない

で下さい。 
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  (2) 職員就職報告書（記載例 P.39） 

     職員が就職されたとき、１日付の場合は給料異動報告書とともに10日までに本組合に「職員 

就職報告書」を提出するものとし、１日付以外の就職の場合は翌月の10日までに報告するもの 

    とする。この場合、採用辞令の写を添付して下さい。 

 

   【記載事項】 

    ・氏名（カナ・漢字） ・職名 ・性別 ・生年月日 ・就職区分 ・就職年月日 

    ・当初給与決定 ※給料月額 ・定年の区分 ・前歴 

     なお、記載にあたっては、Ｐ.31～38を参照し所定のコードを記載して下さい。 

 

     ※ 特記事項（就職報告書における給料月額の取扱い） 

       転入により平成18年4月1日の給与改正以降新たに新給料表の適用を受けることとなっ 

た職員で、任用の事情等を考慮して差額を支給される場合においても、「職員就職報告 

書」の給料月額欄には新給料表に基づく給料月額を記載して下さい。 

       なお、この場合は、「給料月額確認書兼異動報告明細書」の備考欄に、差額を含んだ 

現給保障額の適用給料表、級、号級、給料月額を必ず記載して下さい。（記載例Ｐ.43参照） 

      

    (3) 職員異動報告書（記載例 P.40） 

     次に掲げる異動があれば、職員異動報告書を提出して下さい。 

    ① 職員の休職等（負担金の調定には影響ありませんが、退職された際の勤続期間算定に必要 

     となりますので、１ヶ月以上のものはすべて報告して下さい。） 

      なお、育児休業については、当該育児休業に係る子の生年月日により退職時に除算する期 

間が異なるため、当該子の生年月日を必ず記載願います。 

    ② 職員の退職（退職手当の請求手続きと同時に提出する。また、転出等退職手当の支給を伴 

     わない退職の場合においても提出し、転出先等を明記して下さい。） 

③ 職員の派遣（派遣条例に基づく派遣職員及び退職派遣者がある場合、派遣期間及び派遣先 

を明記のうえ、提出して下さい。 

④ 婚姻等による改姓 

⑤ その他職員の異動に関する報告もこの様式を使用して下さい。 

 

 

２．年次処理 

 (1) 差額負担金の納付について 

   差額負担金を当該年度に一括納付できない場合、次の申請様式を提出してください。 

 ① 翌年度一括納付（規則第 4条の 2） 

  ・ 「差額負担金翌年度一括納付申請書（様式第 5号の 3）」 

 差額負担金を翌年度に一括納付しようとするときは、退職手当請求書類と併せて本書を提出 

し、組合長の承認を求める。 

② 分割納付（第 4条の 3） 

・ 「差額負担金分割納付申請書（様式第 5号の 5）」 

差額負担金を分割納付しようとするときは、退職手当請求書類と併せて本書を提出し、組合 

長の承認を求める。 

                             《「差額負担金に関する事務の流れ」参照 P.4》 
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   (2) 給与改正（給料表の改正）を実施された場合は、次の書類を提出して下さい。 

・ 改正後の「給与条例」および「給与規則」の写 

・ 「退職手当請求書」および「履歴書（給与改正に関する記事のみ）」 

（当該年度中に退職手当の給付を受けた者で給与改正の適用を受け、退職時の給料月額が遡 

及して増額する者については、当該差額分に係る退職手当を追加支給することとなります。） 
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  ３．随時処理 

    退職手当の請求に必要となる請求関係書類は、退職理由別に次のとおりとなっています。 

    なお、請求関係書類の作成にあたっては記載例を参照されるとともに、不明な点については事 

   務局に問い合わせて下さい。 
 

   (1) 自己都合退職等いわゆる普通退職の退職者に係る請求関係書類 

    ① 退職手当請求書 

    ② 職員在職中の履歴書 

    ③ 退職所得の受給に関する申告書 

 

 (2) 傷病退職の退職者に係る請求関係書類 

    ① 退職手当請求書 

    ② 職員在職中の履歴書 

    ③ 退職所得の受給に関する申告書 

    ④ 医師の診断書および共済組合の傷害を認定する書類の写 

    ⑤ 公務上および通勤災害の場合は、公務災害補償基金の認定書の写 

 

   (3) 死亡退職の退職者に係る請求関係書類 

    ① 遺族退職手当請求書 

    ② 職員在職中の履歴書 

    ③ 戸籍謄本（職員の死亡の事実および遺族の順位等を確認するため） 

    ④ 総代者選任届書（同順位の遺族が２名以上いる場合） 

    ⑤ 公務上の場合は、公務災害補償基金の認定書の写 

 

   (4) 勧奨退職の退職者に係る請求関係書類 

    ① 退職手当請求書 

    ② 職員在職中の履歴書 

    ③ 退職所得の受給に関する申告書 

    ④ 勧奨退職証明書 

 

   (5) 整理退職の退職者に係る請求関係書類 

    ① 退職手当請求書 

    ② 職員在職中の履歴書 

    ③ 退職所得の受給に関する申告書 

    ④ 整理退職証明書 

    ⑤ 定数条例および当該職員の給与関係費に係る予算の措置状況を確認できる書類ならびに 

     当該退職者が整理退職に該当する事実を確認できる書類 

 

   (6) 特別職の職員の退職に係る請求関係書類 

    ① 退職手当請求書 

    ② 職員在職中の履歴書 

    ③ 退職所得の受給に関する申告書 

     ＊死亡の場合は、遺族退職手当請求書を使用し、戸籍謄本を添付する。 
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      この場合の③の退職手当の受給に関する申告書は不要です。 

 

(7) 共通事項 

 ① 「高齢者部分休業取得時間報告書（様式第１１号の２）」 

       退職者の在職期間に高齢者部分休業がある場合に提出する。 

 

 ② 「退職手当の調整額に関する職員の区分（報告）（様式第１３号の２）」 

      次の「A・B」何れかに該当する場合は退職手当の調整額に関する職員の区分（様式第 13 号の 2） 

の添付を要します。 

 

A．本組合構成団体外の前歴を有する場合 

・ 自己都合退職で前歴期間を含めた勤続期間が 10 年以上の者 

・ 自己都合退職以外の退職理由で前歴期間のある者 

※ 退職手当の調整額の算定対象外となる平成 8年 3月 31 日以前のみに通算すべき前歴期間を 

有する者の前歴期間については、本様式の提出を要しません。 

 

B．本組合構成団体内の勤続期間のうち、条例施行規則別表により職員の区分を特定できない場合（ 

次表参照）で、かつ、各期間内に記載の給料表の級の適用を受けていた場合 

《条例施行規則別表より抜粋》 

 
イ   表 

（H.8.4.1～H18.3.31) 

ロ   表 

（H18.4.1～) 

高島市 医療職給料表(1) ３級 医療職給料表(1) ４級 

米原市 医療職給料表(2) ２級 医療職給料表(2) ２級 

公立甲賀病院組合 

医療職給料表(一) ２級～４級 

医療職給料表(二) ５級 

医療職給料表(三) ３級、４級、６級 

医療職給料表(1) ２級 

医療職給料表(3) ４級 

③ ｢平成18年条例第4号の施行の日の前日において受けるべき給料月額報告書(様式第13号の3)｣ 

       平成18年3月31日時点で、本組合構成団体以外の前歴がある場合に提出する。 

 

    ※ Ｐ.30の退職手当請求手続に係る様式および添付書類一覧表を参照して下さい。 

 

   ４．退職手当の支給制限等に関する報告 

Ｐ.16「1６. 一般職の退職手当の支給制限等」（条例第17条の規定により準用する場合を含む） 

に記載の支給制限等の各要件に該当したときは、次の様式により報告が必要。 

(1)退手条例第 20 条（規則第 10 条の 2） 

・退職手当の支給制限に関する報告書（様式第 15 号） 

・退職手当の支給制限に関する報告書（様式第 15 号の 2）※退職者が死亡の場合に使用 

 

    (2)退手条例第 21条（規則第 10 条の 3） 

・職員の起訴に関する報告書（様式第 16 号） 

・退職手当の差止理由に関する報告書（様式第 16 号の 2） 

・退職手当の差止理由の消滅等に関する報告書（様式第 16 号の 3） 
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(3)退手条例第 22 条（規則第 10 条の 4） 

・禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限（返納）に関する報告書（様式第 17 号） 

 

(4)退手条例第 23 条（規則第 10 条の 5） 

・禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限（返納）に関する報告書（様式第17号） 

 

(5)退手条例第 24 条（規則第 10 条の 5） 

・禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限（返納）に関する報告書（様式第17号） 

 

(6)退手条例第 25 条（規則第 10 条の 6） 

・退職手当の受給者の相続人からの納付に関する報告書（様式第 18 号） 
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        退職手当請求手続にかかる様式および添付書類一覧表                 

 

                               （取扱要領Ｐ.27の参照資料） 
 

 

             退職事由 

 

 

 

 

  様式等 

 自

 己

 都

 合

 公

 務

 外

 傷

 病

 公

 務

 外

 死

 亡

 通

 勤

 傷

 病

 公

 務

 上

 傷

 病

 公

 務

 上

 死

 亡

 定 

 

 年 

 整 

 

 理 

 ※⑴ 

 勧 

 

 奨 

 特 

 別 

 職 

 転

 出

 ・

 ６

 月

 未

 満

 ※⑵

  職員異動報告書（記載例 P.40） 

     （様式第２号） 

 ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●

  退職手当請求書（記載例 P.44） 

     （様式第６号） 

 ●  ●   ●  ●   ●  ●  ●  ●  

  履歴書（記載例 P.45～46） 

     （様式第７号） 

 ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

  証明書（記載例 P.47(勧奨）） 

     （様式第８・９号） 

        ● 

 9号 

 ● 

 8号 

  

  遺族退職手当請求書（記載例 P.48） 

     （様式第10号） 

   ●    ●      

  総代者選任届書（記載例 P.49） 

     （様式第11号） 

   ●

 ※⑶

   ●

 ※⑶

     

  退職所得の受給に関する申告書（P.52） ●  ●   ●  ●   ●  ●  ●  ●  

  戸籍謄本（除籍後）    ●    ●      

  医師の診断書   ●   ●  ●       

  障害年金証書の写   ●          

 

  公務災害補償基金の認定書（写）     ●  ●  ●      

 

 

    ※⑴ 整理退職は、上記の書式のほか、定数条例および当該職員の給与関係費に係る予 

      算の措置状況を確認できる書類あるいは、当該退職者が整理退職に該当する事実を 

      確認できる書類の添付が必要。 

    ※⑵ 退職手当の通算規定を有する団体への転出および６月未満の短期在職者の退職。 

    ※⑶ 退職手当を受ける権利を有する同順位の遺族が２人以上あるときに提出が必要。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電 算 処 理 用 コ ー ド 説 明 書 
 

 



 

 

（空白頁） 
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団体コード 

 

 

 

  

  

 ９０１ 栗東市 ０５１ 公立甲賀病院組合 

 ９０２ 甲賀市 ０５２ 滋賀県市町村職員退職手当組合 

 ９０３ 野洲市 ０５３ 大滝山林組合 

 ９０４ 湖南市              ０５６ 滋賀県市町村交通災害共済組合 

 ９０５ 高島市 ０５７ 滋賀県自治会館管理組合 

 ９０６ 米原市 ０５８ 滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合 

  ０６３ 甲賀広域行政組合 

 ０１４ 日野町 ０６４ 彦根市犬上郡営林組合 

 ０１５ 竜王町 ０６７ 湖東広域衛生管理組合 

 ０２３ 豊郷町 ０６８ 愛知郡広域行政組合 

 ０２４ 甲良町 ０６９ 中部清掃組合 

 ０２５ 多賀町 ０７２ 滋賀県市町村職員研修センター 

 ０４５ 愛荘町 ０７３ 湖北地域消防組合 

  ０７４ 滋賀県後期高齢者医療広域連合 
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職員コード 

  ９９９９９ 

 

    団体単位に与えたものである。 

 

 

 
 

 
性  別 

  ９ 

 

    １ 男 

    ２ 女 

 

 
 

 
生年月日 

 

 

       ９ ９９  ９９  ９９ 

      元号   年   月   日 

 

    １ 明治 

    ２ 大正 

    ３ 昭和   以下、年月日の場合元号は左に同じとする。 

    ４ 平成   

 

 
 

 
シメイ（カナ） 

 

 

    ＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸ 

    ＊前づめ、姓・名の間は一字空ける。 

 

 
 

 
氏名（漢字） 

 

 

    漢字１０字 

    ＊前づめ、姓・名の間は一字空ける。 



  

 
就職区分 

  ９ 

 

 

    １ 新規採用 

    ２ 一般職→特別職就任 

    ３ 一般職→特別職→同職重任 

    ４ 一般職→特別職→異職歴任 

    ５ 特別職→同職重任 

    ６ 特別職→異職歴任 

    ７ 転入 （組合構成団体内異動） 

    ８ 転入 （他団体から転入） 

    ９ 復帰 （退職派遣から復帰） 

 

 
 

 
就職年月日 

 

 

 

     ９９  ９９  ９９ 

       年   月   日 （元号は不要です。） 

 

 
 

 
給料異動歴 

 

 

    ＊ 区分（特別職・一般職の区分）  Ａ  特別職 

                      Ｃ  一般職 

 

    ＊ 職種  ９９ 

 

     ・特別職  ０１ 市町長  ０３ 収入役  ０５ 管理者 

           ０４ 教育長  ０６ 副管理者  ０７ 副市町長 

 

     ・一般職  １１ 行政職（１） １５ 医療職（１） １９ 企業職（２） 

           １２ 行政職（２） １６ 医療職（２） ２０ 技能職 

           １３ 教育職    １７ 医療職（３） ２１ 労務職 

           １４ 保母職    １８ 企業職（１） ２２ その他 

 ２３ 福祉職 

 

    ＊ 異動年月日   ９９ ９９ 

                年  月 
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    ＊ 異動事由     ９  ９ 

             （区分・理由） 

     昇給関係         減給関係          派遣関係 

     １１ 昇  給      ２１ 降  給      １９ 復  帰 

     １３ 昇  格      ２２ 調  整      ２７ 派  遣 

     １５ 職種変更      ２３ 降  格      ２８ 派  遣（無給） 

     １７ 当初給与決定    ２５ 処  分 

     １８ 報酬改正      ２６ 報酬改正 

     ３０ 給与改正       

           

                               

 

    ＊ 級       ９９（８級→０８、７級→０７・・・） 

 

     （注）特別職の場合は団体コードを入れる。 

        技能労務職給料表など級のないときは０１とする。 

 

 

    ＊ 号給      ９９ 

 

     （注）特別職の場合は職種コード（例：０１、市町長）を入れる。 

 

 

    ＊ 給料月額（円） 

              ９９９９９９ 
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職名コード 

 ９９９ 

 

 

     ００１ 市町長     １２１ 主任技師     ２０１ 園長 

     ００２ （助役）    １２２ 室長補佐     ２０２ 副園長 

     ００３ （収入役）   １２３ 副参事      ２０３ 主任教諭 

     ００４ 教育長     １２４ 場長       ２０４ 教諭 

     ００５ 管理者     １２５ 理事       ２０５ 助教諭 

     ００６ 副管理者    １２６ 副主幹      ２０６ 主任保母 

     ００７ 副市町長    １２７ 技術管理者    ２０７ 保母 

     ００８         １２８ 副収入役     ２０８ 教育次長 

     ００９         １２９ 場長補佐     ２０９ 指導主事 

     ０１０         １３０ 主任主査     ２１０ 学芸員 

                  １３１ 主監 

                  １３２ 主幹 

 

     １０１ 部長      １６１ 所長       ２１１ 講師 

     １０２ 次長      １６２ 館長       ２１２ 指導員 

     １０３ 総括課長    １６３ 副館長      ２１３ 教頭 

     １０４ 課長      １６４ 事務長      ２１４ 園長補佐 

     １０５ 総括課長補佐  １６５ 司書       ２１５ 主任保育士 

     １０６ 課長補佐    １６６ 支所長      ２１６ 保育士 

     １０７ 総括係長    １６７ 所長補佐     ２１７ 

     １０８ 係長      １６８ 事務長補佐    ２１８ 

     １０９ 主査      １６９ 館長補佐     ２１９ 

     １１０ 主任主事    １７０ 副所長      ２２０ 

 

     １１１ 主事      １７１ 支配人      ３０１ 院長 

     １１２ 主事補     １７２ 副課長      ３０２ 副院長 

     １１３ 技師      １７３ 局長補佐     ３０３ 医師 

     １１４ 技師補     １７４ 副係長      ３０４ 歯科医師 

     １１６ 参事      １７５ 政策企画監    ３０５ 

     １１７ 室長      １７６ 政策監      ３０６ 

     １１８ 事務局長    １７７ 施設長      ３０７ 

     １１９ 専門員     １７８ 施設長補佐    ３０８ 

     １２０ 主任      １７９          ３０９ 

                 １８０          ３１０ 
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     ３１５ 歯科衛生士    ３５１ 検査技師      ５０１ 用務員 

     ３１８ 看護見習     ３５２ Ｘ線技師      ５０２ 守衛 

     ３２２ 看護局(部)長    ３５３ 科長        ５０３ 作業員 

     ３２３ 副看護局長    ３５４ 技師長       ５０４ 業務員（労務職） 

     ３２４ 学校長      ３５５ 心理判定員     ５０５ 事務補助員 

     ３２５ 副学校長     ３５６ 発達相談員     ５０６ 調理員 

     ３２６ 教務主任     ３５７ 介護支援専門員   ５０７ 検針員 

     ３２７ 実習調整者    ３５８ 社会福祉士     ５０８ 調理助手 

     ３２８ 専任教員     ３５９ 介護福祉士     ５０９ 給食婦 

     ３２９          ３６０ 生活相談員     ５１０ 労務員 

 

 

     ３３０          ３６１ 補助婦       ５１１ 応接員 

     ３３１ 薬剤師      ３６２ 看護助手      ５１２ 調理人 

     ３３２ 歯科技工士    ３６３ 薬剤助手      ５１３ 技術見習 

     ３３３ 理学療法士    ３６４ 検査助手      ５１４ 清掃員 

     ３３４ 心理療法士    ３６５ 相談指導員     ５１５ 管理員 

     ３３５ 視能訓練士    ３６６ 介護員       ５１６ 

     ３３６ マッサージ師   ３６７ 老人家庭奉仕員   ５１７ 

     ３３７ 栄養士      ３６８ 言語聴覚士     ５１８ 

     ３３８ 作業療法士    ３６９           ５１９ 

     ３３９ 臨床工学技士   ３７０           ５２０ 

 

 

     ３４０ 保健師      ４０１ 消防長       ６０１ 運転手 

     ３４１ 助産師      ４０２ 消防司令長     ６０２ タイピスト 

     ３４２ 看護師長     ４０３ 消防司令      ６０３ 電話交換手 

     ３４３ 看護師長補佐   ４０４ 消防司令補     ６０４ 技術員（技能職） 

     ３４４ 総看護師長    ４０５ 消防士長      ６０５ 調理師 

     ３４５          ４０６ 消防副士長     ６０６ 汽罐士 

     ３４６ 看護師      ４０７ 消防士       ６０７ 技能専門員 

     ３４７ 准看護師     ４０８ 署長        ６０８ 寮母（父） 

     ３４８          ４０９ 消防監       ６０９ 工務員 

     ３４９          ４１０ 消防次長      ６１０ 技能員 

                  ４１１ 消防正監 

        

     ９０１ その他 

     （注）９０１のその他は、給料表の適用者でその職名が前記のコードに 

       あてはまらないものを表す。 



  

 
定年の区分 

  ９ 

 

     １ ６０歳定年 

     ２ ６３歳定年 

     ３ ６５歳定年 

     ４ 勤務延長職員 

     ５          （旧の再任用職員） 

     ６ 特別職 

 
 

 
前 歴 欄 

  ９９ 

 

    ＊ 前職コード 

       ０１ 市町長      ０６ 副管理者 

       ０２ 副市町長     ０７ 一般職から特別職に就任した者の一般職の期間 

       ０３ 収入役      ０８ 

       ０４ 教育長      ０９ 一般職 

       ０５ 管理者      １０ 派遣（退職派遣の期間） 

    ＊ 所属所名コード 

       団体コードと同じ。（例：栗東市→９０１）P．31参照 

 
 

〔国・県等〕 〔市町等〕 
組合構成団体以外の 

県内の一部事務組合 
 

 １０１ 国 

 １０２ 滋賀県 

 １０３ 滋賀県以外の都道府県 

 １０４ 国立大学法人 

１０５ 地方独立行政法人 

  ２０１ 大津市 

  ２０２ 彦根市 

  ２０３ 長浜市 

  ２０４ 近江八幡市 

  ２０５ 草津市 

 ２０７ 守山市 

  ２０８ 滋賀県外の市町村等

  ２０９ 東近江市 

  

  ３０１ 湖北広域行政事務センター

  ３０２ 長浜水道企業団 

  ３０４ 八日市衛生ﾌﾟﾗﾝﾄ組合 

  ３０５ 

  ３０６ 

  ３０７ 

  ３０８ 
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〔既に廃止されている団体〕 

  ００１ 志賀町       ０２６ 伊吹町       ０５４ 伊香郡病院組合 

  ００３ 中主町       ０２７ 山東町       ０５５ 伊香郡町税滞納整理組合 

  ００４ 野洲町       ０２８ 米原町       ０５９ 伊香郡衛生プラント組合   

  ００５ 石部町       ０２９ 近江町       ０６０ 湖西広域連合 

  ００６ 甲西町       ０３０ 浅井町       ０６１ 東浅井郡広域行政組合 

  ００７ 水口町       ０３１ 虎姫町       ０６２ 伊香郡消防組合 

  ００８ 土山町       ０３２ 湖北町       ０６５ 坂田郡広域行政組合 

  ００９ 甲賀町       ０３３ びわ町       ０６６ 伊香郡民会館管理組合 

  ０１０ 甲南町       ０３４ 高月町       ０７０ 野洲郡行政事務組合 

  ０１１ 信楽町       ０３５ 木之本町      ２０６ 八日市市 

  ０１２ 安土町       ０３６ 余呉町       ３０３ 草津栗東行政組合 

  ０１３ 蒲生町       ０３７ 西浅井町      ４０１ 滋賀県市町村職員恩給組合 

  ０１６ 永源寺町      ０３８ マキノ町      ４０２ 滋賀県旧市町村職員恩給組合 

  ０１７ 五個荘町      ０３９ 今津町           資産管理組合 

  ０１８ 能登川町      ０４０ 朽木村       ４０３ 石部町甲西町組合立甲西中学校 

  ０１９ 愛東町       ０４１ 安曇川町 

  ０２０ 湖東町       ０４２ 高島町 

  ０２１ 秦荘町       ０４３ 新旭町 

  ０２２ 愛知川町 

  ＊ 就職年月日 

             ９９  ９９  ９９ 

               年   月   日 

  ＊ 退職年月日 

             ９９  ９９  ９９ 

               年   月   日 

 
 

 
休職等異動欄 

 

 

  ＊ 事由    ９９ 

        ０１ 育児休業           ０６ その他の休職     １１派遣 

        ０２ 公務上傷病休職   ０７ 停職         １２派遣（除算） 

        ０３ 公務外傷病休職   ０８ 派遣休職             １７育児短時間勤務 

        ０４ 刑事休職      １０ 通勤傷病休職     １８自己啓発（公務）      

        ０５ 専従休職                    １９自己啓発休業 

  ＊ 開始年月日 

             ９９  ９９  ９９ 

               年   月   日 

  ＊ 終了年月日 

             ９９  ９９  ９９ 

               年   月    



 

 
 

 
 記   載   例 （抜 粋）  

 

 

 

 

         様式第１号      職員就職報告書                     

 

         様式第２号      職員異動報告書                     

 

         様式第３号      給料月額異動報告書                 

 

         様式第４号      給料月額確認書兼異動報告明細書     

 

         様式第６号      退職手当請求書                     

 

         様式第７号      履歴書                             

 

         様式第８号      勧奨退職証明書               

 

         様式第10号      遺族退職手当請求書                 

 

         様式第11号      総代者選任届書                     

 

様式第15号      退職手当の支給制限に関する報告書  

 

                 退職所得の受給に関する申告書 



 

 

（空白頁） 
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様式第 1 号 

職員就職報告書 

 

 

 

 

       

        

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（記載上の注意） 
 前歴欄は、職員以外の地方公務員等としての期間のうち退職手当条例第９条第６項 
および第１２条に該当する期間等を記載してください。 

 (添付書類) 
 特別職：当選証書または選任書（写） 
 一般職：辞令書（写） 

    平成２３年 ４月 １日 

     上記のとおり職員の就職を報告いたします。 

                   組合市町長名  〇〇市長 〇〇 〇〇 □印 

滋賀県市町村職員退職手当組合長 様 

職   名 

名称コード 

３ ４ ０ 

シ メ イ（カナ）   上   段 
氏  名（漢字）   下   段 

シ ガ  ハ ナ コ                           

滋 賀  花 子                  

就 職 日
区
分 年 月 日 

２ ３  ４  １ ８
      

生 年 月 日 
性
別 

元

号 年 月 日 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 ２ ３ 
      

給 料 月 額 

３ 6 8 6 ０ ０
     

円 

当 初 給 与 決 定 
給 料 表 

特
一 職種 級 号給 

１ 1 ０ 5 ４ ０ C 
      

定年の区分 １ 

前 歴 欄 １ （ 最 新 ） 
就職年月日 退職年月日 前 職 

コード 
所属所名 
コード 年 月 日 年 月 日 

０ ９ １ ０ ２  ６  ４  １ ２ ３  ３ ３ １                 

前 歴  欄  ２ 
就職年月日 退職年月日 前 職 

コード 
所属所名 
コード 年 月 日 年 月 日 

０ ９ １ ０ ３  ２  ４  １  ６  ３ ３ １                 

前 歴  欄  ３ 
就職年月日 退職年月日 前 職 

コード 
所属所名 
コード 年 月 日 年 月 日 

０ ９ １ ０ １  １  ４  １  ２  ３ ３ １                 

1 字空ける 

P35～36 参照 

男：１

女：２

１：新規採用 

７：転入（組合構成団体内異動） 

８：転入（他団体から転入） 
※その他は、P33参照 

A：特別職 
C：一般職 

１：60 歳定年 
２：63 歳定年 
３：65 歳定年 
５：－ 
６：特別職 

【コード：事務取扱要領 P31～38 参照】 

・通算すべき前歴であること。 
・前歴の退職日とに 1 日以上の空白があれば、記入不要。

・通算すべき前歴であること。 
・前歴の退職日とに 1 日以上の空白があれば、記入不要。

P37 参照 

忘れないようにしてください。 

※新給料表に基づいた月額
を記載して下さい。差額が支
給される場合は「給料月額確
認書兼異動報告明細書（様式
第４号）」の備考欄に適用給
料表、級、号給、月額を記載
（P.43 記載例参照）   
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   様 式 第 ２ 号     
 

職   員   異   動   報   告   書 

異動事項 異 動 年 月 日 職員番号 職 名 氏 名 異 動 事 由 

復 帰 平成○年○月○日 ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ （派遣先名）より復帰 

退 職 平成○年○月○日 ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  自己都合退職 

派遣（無給） 平成○年○月○日 ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ （派遣先名）へ 平成○年○月○日まで 

派遣（無給） 平成○年○月○日 ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ （派遣先名）へ 平成○年○月○日まで 

転 出 平成○年○月○日 ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○○県へ 

休 職 平成○年○月○日 ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
育児休業 平成○年○月○日まで           

※（当該子の生年月日 平成○年○月○日）

復 職 平成○年○月○日 ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 公務外傷病休職の終了 

姓変更 平成○年○月○日 ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  △ △に改姓 

退 職 平成23年3月31日 ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

平成23年3月31日付自己都合退職         

平成23年4月1日付国立大学法人○○医科大学へ就職    

但し、同大学の退職手当の通算規定に非該当 

転 出 平成23年3月31日 ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 独立行政法人○○大学へ転出       

 同大学の通算規定に該当 

 

 

      上記のとおり報告いたします。 

 

       平 成 ２３ 年   ４ 月   １ 日 

 

 

                             組合市町長名                               □印 

 

       滋賀県市町村職員退職手当組合長 様 

 

（注）退職者のうち退職手当条例第27条各項に該当する場合は、その旨（転出先等）を記載してください。 

※育児休業については、

退職時に除算する期間が

異なることから、当該育

児休業に係る子の生年月

日を必ず記載願います。

【勤続期間が通算されない場合→退職手当を支給】

【勤続期間が通算される場合→退職手当を支給しない】
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 様式第３ 号  

 

            給 料 月 額 異 動 報 告 書                        

                            平 成 ２３年  ５月  １ 日  

 

    滋賀県市町村職員退職手当組合長  様  

 

                    組 合 市 町 名：   ○  ○  市  

                    組 合 市 町 長 名： ○○ 市 長  ○ ○○○    

 

    平成 ２３年度  ５月分の職員の給料月額を次のとおり報告します。  

 

（注１） 別紙、明細書のとおり４月の中途で新規に就任している副市長の給料月額と、４月中途昇給している 

0012番の職員の昇給額分を調整増減欄に記載します。 

（Ｐ２、「月の中途における職員の異動等に伴う市町負担金の徴収方法について」（5）参照）  

  （注２） 派遣欄・復帰欄は、派遣職員（身分を有したままの派遣）についての記載欄であり、合計人数に反 

       映させないものとします。 

   

特 別 職 一 般 職 

 
人 数  給 料 月 額 人 数 給 料 月 額 

前 月 末 3             2,000,000 9            3,013,350 

就 職 １  650,000   

退 職 １ 650,000 1    376,748     

派       遣   1 （注２）  336,215 

復       帰   1 （注２） 385,114 

転 入   1  463,392 

転 出                 

昇 給   1          7,000            

減 給     

当

月

異

動 

計                   ０ 142,543 

調 整 増 減     650,000 （注１）        7,000  （注１） 

合       計 3       2,650,000            9  3,162,893 

 

明細書に赤字で表記し

た給料月額と調整増減

欄の額とを合計した額

になります。 



 様式第４号 

                     給 料 月 額 確 認 書 兼 異 動 報 告 明 細 書（  04月 分）                      ２枚  １頁目 

 

                                                                    作成年月日            作  成  者 
  組合市町名：○○市                                                             ２３年   ５月   1 日 ○○課：     氏名：○○  
 

 

     確               認 異 動 

給 料 表 給 料 表 
職 員 

 
番 号 

職 名 氏 名 
異 動 
年 月 

事 由
職種 級 号給

 
給 料 月 額

      （円）
異 動
年 月

事 由 
職種 級 号給

 
給 料 月 額

      （円）

 
 
負担金算定の基礎
となる暫定的な
給 料 月 額

 

 
備       考 

0001 市町長 ○○ ○○ 20/01  17  01  000  01        750,000         

0002 副市町長 □□ □□ 19/04  17  02  000  02        650,000        平成23年4月25日付 任期満了退職 

0003 教育町 ○○ ○○ 20/10  17  04  000  04        600,000         

                               

 特別職計  ３名               2,000,000  

0015 副市町長 近江 三郎       23/04 17 02 000 02 650,000  平成23年4月26日付 新規就任 

                         

                 

                 

                 

                  

                    

                    

                 

                    

                    

                 

                    

－
4
2－

 



  様式第４号 

                     給 料 月 額 確 認 書 兼 異 動 報 告 明 細 書（  04月 分）                      ２枚  ２頁目 

 

                                                                    作成年月日            作  成  者 
  組合市町名：○○市                                                           ２３年   ５月   1 日 ○○課：     氏名：○○ ○○ 
 

     確               認 異 動 

給 料 表 給 料 表 
職 員 

 
番 号 

職 名 氏 名 
異 動 
年 月 

事 由
職種 級 号給

 
給 料 月 額

      （円）
異 動
年 月

事 由 
職種 級 号給

 
給 料 月 額

      （円）

※１ 
負担金算定の基礎
となる暫定的な
給 料 月 額

備      考 

0005 部長 ○○ ○○ 23/01  11  11  07  43        444,800             464,089  

0006 参事 ○○ ○○ 23/01  11  11  06  47        404,400               

0007 次長 ○○ ○○ 23/01  11  11  05  50        379,200              

0008 副参事 ○○ ○○ 21/01  11  11  99  99           0 23/05 19 11 04 76 379,700       平成23年5月1日付 ○○より復帰 

※２     385,114円 

0009 副参事 ○○ ○○ 22/04  11  11  04  76        379,700            385,114 H22/10/01～H23/5/31 公務外傷病休職 

0010 副参事 ○○ ○○ 23/01  11  11  04  66        373,100             376,748 平成23年4月30日付 自己都合退職 

0011 主査 ○○ ○○ 23/01  11  11  04  32        326,700 23/05 28 11 99 99 0       336,215 平成23年5月1日付 ○○へ派遣（無給） 

0012 主査 ○○ ○○ 22/12  30  11  03  40        295,500 23/4 11 11 03 44 302,500         平成23年4月16日付 育児休業から復帰、昇給 

0013 主幹（主監） ○○ ○○ 23/01  11  11  04  52        362,000 23/05 13 11 05 42 371,300       372,084  平成23年5月1日付 昇格 

0014 主幹（主監） △△ △△                  23/05 17 13 08 32 460,200       平成23年5月1日付 滋賀県より転入 

                 ※２ 463,392円 

  一般職計    9名             3,013,350  

  総 合 計    12名              5,013,350  

      前月報告の給料表の級・号給・月額           市町記入欄   

 ※１．「負担金算定の基礎となる暫定的な給料月額」欄は、現行給料表の額が昇給等により平成18年3月31日時点の給料月額 

（いわゆる現給保障に伴う差額分を含んだ給料月額）×99.59％した額を超えるまで自動的に表示されます。 

※２．派遣からの復帰(記載例0008番)、他団体からの転入（記載例0014番）のケースでも、いわゆる現給保障に伴う差額を含ん 

だ給料を支給される場合には、これが負担金算定基礎になりますので、その給料月額を記載してください。 

 

 

   ・0008番は、派遣先で給料を措置されていた者が「復帰」したケースを想定したもので、この場合、異動事由は「19」 

（復帰）と記載し、別途「派遣職員等の復帰に関する報告書」と「派遣期間中の給料額計算書」（P56、57参照）の提出を要し、別途、派遣期間中の負担金を調定します。 

現行給料表に基づく本俸

を記載して下さい 

例示では、滋賀県より

の転入者(0014)が、い

わゆる現給保障に伴

う差額を含んで給料

を支給されるため、備

考欄にその給料月額

の記載を要します。 

・昇格後の給料額371,300円が保障額である

372,084円を超えていなため、負担金算定の

基礎となるのは372,084円のままとなりま

す。したがって、「給料月額異動報告書」

（様式第３号）の昇給欄には、前月の362,

000円と5月昇格後の371,300円との差額9,

300円は計上しません。 

しかし、負担金算定に差額が生じない

場合でも 371,300 円が退職手当算定基

礎となりますので、記載願います。 

－
4
3－

 



 

  様式第６号 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退  職  手  当  請  求  書  

（フリガナ） (姓) シ   ガ (名) タ  ロ  ウ 

職 員 番 号 〇〇〇〇〇 
氏 名 滋 賀 太 郎 

生 年 月 日 （大正・昭和・平成） 〇〇年〇〇月〇〇日生 

（郵便番号） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

請

求

者 

現 住 所 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 

就職年月日 
昭和 

〇〇年〇〇月〇〇日 

平成  

退職時職名
 

〇〇〇 

退職年月日 平成  〇〇年〇〇月〇〇日 
所属組合 

市町名 
〇〇〇 

金融機関名 〇〇 

・銀行 
・信用金庫

・信用組合

・農協 

支店名 〇〇 

・ 支 店  
・ 支 所  
・出張所 
・ 本 店  

 
【受取金融機関】 

 
〔※請求者名義に限る〕 

 預金種目 普通 ・ 当座 口座番号 № 〇〇〇〇〇〇 

上記の通り請求します。 

      平成〇〇年〇〇月〇〇日 
 

             請求者氏名      滋 賀   太 郎   ㊞ 
 

  滋賀県市町村職員退職手当組合長 様 

上記の退職手当の請求については、その記載事項が正当であることならびに滋賀

県市町村職員の退職手当に関する条例に規定する支給制限に関連する条項に該当し

ないことを証明する。 
 

平成〇〇年〇〇月〇〇日 

    〇〇市長 

                所属組合市町長名  〇 〇 〇 〇   

 
 

（ 記 載 上の 注意 ）  

就 職 年 月日 は、 職 員 とし ての 引 き 続い た在 職 期 間（ 通算 す べ き前 歴の 期 間 （  

条 例 第 ９条 第６ 項 お よび 第１ ２ 条 に該 当す る 期 間） を含 む 。 ）の 始期 を 記 入  

し て く ださ い。  

 

（ 添 付 書類 ）  

１ ． 履 歴書 （様 式 第 ７号 ）  

２ ． 退 職所 得の 受 給 に関 する 申 告 書（ 所得 税 法 (昭 和 40年 法 律 第 33号 )第 203条 に  

規 定 す るも の ) 

  ３ ．そ の他 退 職 理由 に応 じ 、 規則 第６ 条 に 規定 する 書 類  

 

印

 
公 印 

受取金融機関は、

退職手当請求人名義

とし、その他の必要

事項を正確に漏れな

く記載してくださ

い。 
万一、記載誤りが

あった場合、退職手

当の支給が遅れるこ

ととなりますので、

ご担当の方が受取金

融機関欄のチエック

をしていただきます

ようお願いします。

前歴がある場合は前歴の就職年月日

退職日の翌日以降 

請求日以降の現に証明した日  

自署・捺印のこと

フリガナは、送金

口座名義として用い

ますので、正確明瞭

に記載してくださ

い。 
特 に 、『 ヅ 』 と

『ズ』、『ジ』と『ヂ』

など発音が同じもの

にご注意ください。

－44－ 



  様 式 第 ７ 号 （ 表 面 ）  

 

    

 

 

捺印不要 

 

  

 

 

任用時の職名、 

 給料表の種別、 

 級、号、金額 

 の記載が必要 

 です 

 

  

 

 

 

 

      

 

 

履     歴     書 
                    職  名   課  長  

                   氏  名  滋 賀  太 郎  

                       ○ 年 ○ 月 ○ 日 生  

   

  

発 令 年 月 日  発 令 記 事 給 料 月 額 公 署 名 

昭和○年４月１日 主事を命ずる       円
  級   号  

 ○ ○ 町 

  ○ ○ 円  
 ○ 級  ○ 号  

〃 〃 行政職○級に決定する○号級を給する

   ○ ○ 円
 ○ 級  ○ 号  

〃 昭和○年10月１日 昇給短縮（６ヶ月） 

  ○ ○ 円
 ○ 級  ○ 号  

〃 昭和○年12月○日 給与改正（４月１日適用） 

   ○ ○ 円
 ○ 級  ○ 号  

〃 〃 給与改正（１０月１日適用） 

○ ○ 円
 ○ 級  ○ 号  

〃 昭和○年10月１日 定期昇給 

     ○ ○ 円
 ○ 級  ○ 号  

〃 昭和○年12月○日 給与改正（４月１日適用） 

    ○ ○ 円
 ○ 級  ○ 号  

〃 〃 給与改正（１０月１日適用） 

    ○ ○ 円
 ○ 級  ○ 号  

〃 昭和○年４月１日 給与調整 

    ○ ○ 円
 ○ 級  ○ 号  

〃 昭和○年12月○日 給与改正（４月１日適用） 

      円
  級   号  

〃 昭和○年４月１日 主任主事を命ずる 

    ○ ○ 円
 ○ 級  ○ 号  

〃 行政職○級に決定する○号級を給する〃 

    ○ ○ 円
 ○ 級  ○ 号  

〃 昭和○年12月○日 給与改正（４月１日適用） 

    ○ ○ 円
 ○ 級  ○ 号  

〃 昭和○年４月１日 定期昇給 

平成○年４月１日 ○○課長を命ずる       円
  級   号  

〃 

    ○ ○ 円
 ○ 級  ○ 号  

〃  行政職○級に決定する○号級を給する
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 （ 裏 面 ）  
 

 

 公 署 名 発 令 年 月 日  発 令 記 事 給 料 月 額
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※ 休職、停職及び

育児休業等がある場

合は記載して下さい。 

 なお、休業期間の

発令内容と復職発令

も必ず記載して下さ

い。 

 

 

 

 

※ 定年退職の場 

合は「定年退職」 

と記載。 

 

※ 請求日以降の

 現に証明した日 

 

※ 公印の押印を

忘れないようにし

て下さい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔その他の注意事項〕 

   １．発令記事の記入にあたって、次の発令記事の記載漏れが多く見受けられますので、特に注意して下さい。 

     職（補職名）の発令、休職発令等の期間の記載及び復職の発令記事 

   ２．複数枚にわたる場合は、「割印」あるいは「各葉に署名捺印（公印）」を忘れないように願います。 

   ３．次の訂正等は認められませんので、新たに作成して下さい。 

    (1) 就職日、退職日、生年月日、給料月額、休職等の記事（数字）の修正 

    (2) 重ね書き、修正液及び砂消しゴム等を使用した修正 

    (3) プリント（コピー）された書面への字句等の挿入や書き加え 

   ４．その他記載にあたって、不明な点があれば本組合までお問い合わせ下さい。 

平成○年12月○日 給与改正（４月１日適用）     ○ ○ 円
  ○ 級  ○ 号 ○ ○ 市 

 

平成○年３月○日 地方公務員法第28条第２項第１号の規
定により休職を命ずる 

      円
   級   号

〃 

平成○年６月○日 復職を命ずる       円
   級   号

〃 

2 5 0 , 0 0 0 円
  ○ 級  ○ 号

〃 平成17年12月31日 給与改正 

      円
   級   号

〃 平成18年 4月1日 給与改正 

行政職○級に決定する○号級を給する 

（給料月額 200,000円） 
  2 0 0 , 0 0 0 円
  ○ 級  ○ 号

〃 〃 

ただし、○○の規定により2 5 0 , 0 0 0
円 を 給 す る  

円
 級   号 〃 〃 

 2 3 0 , 0 0 0 円
  ○ 級  ○ 号 〃 

平成19年1月1日 昇給 

 ただし、○○の規定により2 5 0 , 0 0 0
円 を 給 す る  

円
 級   号

〃 

 

平成22年3月31日       円
   級   号

 
願により本職を免ずる 

  上 記 の 履 歴 は 事 実 と 相 違 な い こ と を 証 明 す る 。  

  平 成  年  月  日  

            所 属 組 合 市 町 長 名     □     印  

備  考  １ ． 学 歴 、 勲 記 章 与 等 は 記 入 し な い で く だ さ い 。  

     ２ ． 任 免 、 昇 任 、 昇 給 等 は 順 番 に 明 記 し て く だ さ い 。  

     ３ ． 退 職 の 理 由 を 明 記 し て く だ さ い 。  

     ４ ． 既 往 に お け る 退 職 手 当 の 支 給 の 有 無 を 明 記 し て く だ さ い 。  

     ５ ・ 給 料 表 の 種 別 を 明 記 し て く だ さ い 。  

 

 

 

平成18年4月の給与構造改革に伴い、 
給料が減額した場合に、いわゆる現 
給保障に伴う差額を支給する措置を 
講じられた場合、その差額を含めた 
額が負担金算定基礎となり、また、 
本俸が退職手当算定基礎となります 
ので、両方の額を記載してください。
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様式第 8 号 

勧 奨 退 職 証 明 書 

氏  名 〇 〇  〇 〇 職員番号 〇〇〇〇 

生年月日 〇年 〇月 〇日 （退職時の満年齢〇〇才） 

就職年月日 〇年 〇月 〇日 

退職年月日 
 

平成２３年 ３月３１日 （勤続期間〇〇年〇〇月） 

  
 

上記の者は、滋賀県市町村職員退職手当組合勧奨退職の取り扱い基準に 

 
関する要綱第２条 1 項 号の規定により退職したものであることを証明 

 
する。 

 
 

平成２３年 4 月 〇日 

 
                         〇  〇  市 長 

所属組合市町長名   〇 〇 〇 〇 □印  

 
滋賀県市町村職員退職手当組合長 様 

 

「１」号：６条適用（勤続 25 年以上） 

「２」号：５条適用（勤続 11 年以上 25 年未満） 

適用条項を

必ず記入し

て く だ さ

い。 



 

 

 様式第10号 

遺  族  退  職  手  当  請  求  書  

職 員 番 号 〇〇〇〇〇 職 員 の 氏 名 近江 太郎 

就 職 年 月 日 〇〇 〇〇年〇〇月〇〇日 死 亡 原 因 公 務 上 ・ 公 務 外 

死 亡 年 月 日 平成  〇〇年〇〇月〇〇日 死亡時の職名 〇〇〇 

死亡時の住所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

所属組合市町名 〇〇〇〇〇〇 

（フリガナ） (姓)オウミ (名)イチロウ 

氏   名 近 江 一 郎 
生年月日

大正 
昭和〇年〇〇月〇〇日生 
平成 

（郵便番号） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

現 住 所 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 

請

求

者 

職員との続柄 長 男 

金融機関名 〇〇 

・銀行 
・信用金庫

・信用組合

・農協 

支店名 〇〇 

・支店 
・支所 
・出張所 
・本店 

 
 

【受取金融機関】 
 

〔※ 請求者名義に限る〕 

 
預 金 種 目 普通・当座 口座番号 № 〇〇〇〇〇〇 

上記の通り請求します。 

平成〇〇年〇〇月〇〇日 

 

                 請求者氏名  近 江 一 郎  ㊞  
 

滋賀県市町村職員退職手当組合長 様 

 
上記の退職手当の請求については、その記載事項が正当であることを証明する。 

 
 
       平成〇〇年〇〇月〇〇日 
 

〇〇市長  

                                    所属組合市町長名 〇 〇 〇 〇  □印 

 

（ 記 載 上の 注意 ）  

就 職 年 月日 は、 職 員 とし ての 引 き 続い た在 職 期 間（ 通算 す べ き前 歴の 期 間 （条 例第  

９ 条 第 ６項 およ び 第 １２ 条に 該 当 する 期間 ） を 含む 。） の 始 期を 記入 し て くだ さい 。  

 

（ 添 付 書類 ）  

１ ． 履 歴書 （様 式 第 ７号 ）  

２ ． 戸 籍謄 本  

３ ． 総 代者 選任 届 書 （退 職手 当 を 受け る権 利 を 有す る同 順 位 者が ２人 以 上 ある とき ）  

フリガナは、送金

口座名義として用い

ますので、正確明瞭

に記載してくださ

い。 
特 に 、『 ヅ 』 と

『ズ』、『ジ』と『ヂ』

など発音が同じもの

にご注意ください。

印 

 
公 印 

受取金融機関は、

退職手当請求人名義

とし、その他の必要

事項を正確に漏れな

く記載してくださ

い。 
万一、記載誤りが

あった場合、退職手

当の支給が遅れるこ

ととなりますので、

ご担当の方が受取金

融機関欄のチエック

をしていただきます

ようお願いします。
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 様式第１１号 

 

総 代 者 選 任 届 書 

 

                                    元職員との続柄  長 男           

 

                                    氏     名  近江 一郎   

 

  上記の者は、下記の者全員の総代者として退職手当金の請求をする者であることを届け出ます。 

 

     平成○年○月○日 

 

 本籍地          ○ ○ 県       本籍地          ○ ○ 県       本籍地          ○ ○ 県 

 

 現住所          ○○○○        現住所          ○○○○        現住所          ○○○○ 

 －
4
9
－

 

 氏名            近江 一郎㊞  氏名            近江 二郎㊞  氏名            近江 三郎㊞ 

 

 生年月日        昭和○年○月○日    生年月日        昭和○年○月○日    生年月日        昭和○年○月○日 

 

 元職員との続柄  長 男         元職員との続柄  次 男         元職員との続柄  三 男 

 

 

   滋賀県市町村職員退職手当組合長    様 

 

 

  （注）１．本様式は、退職手当を受ける権利を有する同順位者が２人以上あるときに提出を要します。 

 

  （注）２．上記の設定は、死亡した職員には「配偶者」が無く、「子」３人がおり、長男の一郎を総代者としたものであります。 

 

  （注）３．各々本人の自署・捺印によること。 

 

  （注）４．同順位者が４人以上あるときは、本組合まで申し出て下さい。 

 



様式第１５号（表面）

職名 ○○○○

氏名 ○○　○○ 印

記

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦ 　非違が公務に対する信頼に及ぼす影響

　非違後におけるその者の言動

　非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度

　非違の内容および程度

　非違に至った経緯

条例第２０条で規定する事情

　占めていた職の職務および責任

　勤務の状況

退職手当の支給制限理由 懲戒免職処分を受けて退職をしたため

氏名

　下記の者が滋賀県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則第１０条の２第　号の規定に該当
しましたので報告します。

適　　用　　条　　項 条例第２０条第１項第　　号

組合市町名

職員番号 職名

退職手当の支給制限に関する報告書

平成○年○月○日
○○○第○○○号

滋賀県市町村職員退職手当組合長　様

組合市町長または懲戒免職等処分実施機関

印
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（裏面）

（注意事項）

①

②

③

ア

イ

ウ

エ

④

⑤

⑥

⑦

　下記の事情を総合的に勘案し、全部不支給または一部不支給を決定することとなっているた
め、①～⑦の各項目について具体的かつ詳細に記入のこと。
　なお、非違の発生を抑止するという制度の目的から一般の退職手当等の全部を支給しないこ
ととすることを原則とするものである。

　「占めていた職の職務及び責任｣の欄には、例えば、当該退職をした者が管理職以上の職
員である又は当該退職をした者が占めていた職の職務に関連した非違である等を記入するこ
と。

　「勤務の状況」の欄には、例えば、過去にも類似の非違を行ったことを理由として懲戒処
分を受けたことがある場合には、その理由及び処分等を記入すること。

　｢非違の内容及び程度｣の欄には、次のいずれかに該当する場合に記入すること。

　停職以下の処分にとどめる余地がある場合に、特に厳しい措置として懲戒免職等処分
とされた場合

　懲戒免職等処分の理由となった非違が、正当な理由がない欠勤その他の行為により職
場規律を乱したことのみである場合であって、特に参酌すべき情状のある場合

　懲戒免職等処分の理由となった非違が過失(重過失を除く。) による場合であって、特
に参酌すべき情状のある場合

　過失(重過失を除く。) により禁錮以上の刑に処せられ、執行猶予を付された場合で
あって、特に参酌すべき情状のある場合

　｢非違に至った経緯｣の欄には、例えば、当該非違が行われることとなった背景や動機につ
いて特に参酌すべき情状がある場合には、その情状等を記入すること。

　｢非違後におけるその者の言動｣の欄には、例えば、当該非違による被害や悪影響を最小限
にするための行動をとった場合叉は当該非違を隠蔽する行動をとった場合には、その行動等
を記入すること。

　｢非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度｣の欄には、例えば、当該非違による被害や悪影響
が結果として重大であった場合には、その結果等を記入すること。

　｢非違が公務に対する信頼に及ぼす影響｣の欄には、その影響等を記入すること。
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同  上 

19 

端数月は切り

上げてください。

請求書の就・退職

日と一致してい

ることを確認し

てください。 

平成  
４ ４  １  

平成 
23 3  31 

平成 23  ３  31 

該
当
す
る
場
合
は
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

退
職
日

何れかを〇で囲ん

でください。 

23 

滋賀県市町村職員退職手当組合 

520-0044 

大津市京町四丁目 3 番 38 号 

滋賀合同ビル内 

滋賀 太郎 印 

請求書の現住所と同じ。 

『その年の 1 月 1
日現在の住所』は、

必ず記入してくださ

い。 
なお、現住所と同

じ場合もその旨記入

してください。 

請求書と同じ印鑑を用

いてください。 
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特例条例の概要および事務手続き等について 
 

 

 

      ◎ 滋賀県市町村職員の退職手当に関する特例を定める条例の概要等 

 

 

 



 

 

（空白頁） 
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Ⅳ.特例条例の概要および事務手続き等について 

 

◎ 滋賀県市町村職員の退職手当に関する特例を定める条例の概要 

 

 １．特例条例の制定理由 

   「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)」（平成14 

年４月１日施行）に基づき、派遣される職員に対する退職手当を通算して計算できるよう、制定 

  された。 

 

 ２．特例条例の概要  

(1) 派遣職員の退職手当に関する特例 (第2条関係) 

① 派遣期間中の業務は公務とみなす読み替え規定。(第２条第１項) 

② 労災が認定されたものは、公災の認定があったものとして取り扱う。(第２条第２項) 

③ 派遣期間は、職員としての在職期間から除算しないこととする。ただし、育児休業は除 

算する。（第２条第３項） 

④ 退職手当の類の支払いを受けた場合には、その派遣期間は職員としての在職期間から除 

算する。(第２条第４項) 

⑤ 派遣中に退職した者の退職時の給料月額について、所属組合市町長は必要な調整を行う 

ことができるものとし、本組合はその額をもって退職手当を計算する場合の基礎給料月額 

とすることができる。（第２条第５項） 

 

(2) 退職派遣者の退職手当に関する特例 (第３条、第４条関係) 

① 退職派遣期間中の業務は公務とみなす読み替え規定。（第３条第１項） 

② 労災が認定されたものは、公災の認定があったものとして取り扱う。(第３条第２項) 

③ 退職派遣を終えて復帰した職員の当該派遣期間は、職員としての在職期間に通算する。 

(第４条第１項) 

④ 退職派遣中の期間は、原則として退職手当条例第９条の規定を準用して計算する。 

なお、退職手当条例第9条第６項は、国および地方公共団体等の通算について定めたもの 

であり、また退職派遣は、派遣時および復帰時いずれにおいても退職手当の支給を受けない 

ことを前提としているのでこれの適用はないことから、この条項の適用が除外されているも 

のである。（第４条第２項） 

⑤ 本来退職した場合は、退職手当が支給されることとなるが、退職派遣の場合には期間を通 

算することから、退職手当を支給しないこととする。(第４条第３項) 

 

(3) 派遣職員等の市町負担金に関する特例（第５条関係） 

派遣先から給料の支給を受ける派遣職員および退職派遣者については、組合長が別に定める 

ところにより負担金を徴収することができるものとする。 
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◎ 事務手続きおよび留意点             （記載例Ｐ.40～43参照） 

 
  組合市町において、派遣発令等があった場合の事務手続きは次のとおりです。 
  なお、派遣職員（組合市町に職員としての身分を有したままの派遣）のうち、派遣元の市町で給料が 

措置される派遣職員を「派遣職員（有給）」とし、派遣先で給料が措置される派遣職員を「派遣職員（ 

無給）」と表記して下さい。 

 
１．派遣職員 

  (1) 派遣職員（有給） 

    ① 派遣時における報告 
・ 職員異動報告書（様式第 2 号）により報告するものとし、異動事項欄に派遣（有給）と記載 
するとともに、異動事由欄に派遣先および派遣予定期間を記載して下さい。 

・ 給料月額確認書兼異動報告明細書（様式第 4 号）の備考欄にも派遣（有給）と記載のうえ、 
同欄に派遣先、派遣日を記載して下さい。 

② 復帰時における報告 
・ 派遣時同様、職員異動報告書の異動事項欄に復帰と記載するとともに、給料月額や職名に異 

動があれば給料月額確認書兼異動報告明細書の所定欄に併せて記載して下さい。 
③ 負担金について 
  派遣期間中も毎月負担金の徴収をしますので、派遣前と同様に給料の異動報告をして下さい。 

     
  (2) 派遣職員（無給） 

① 派遣時における報告  
・ 職員異動報告書により報告するものとし、異動事項欄に派遣（無給）と記載するとともに、 
異動事由欄に派遣先および派遣予定期間を記載して下さい。 

・ 派遣期間中は、負担金は徴収しません（職員数としてはカウントします）ので、給料月額確 
認書兼異動報告明細書の当該月分の給料月額欄に０円と記載のうえ、備考欄に派遣（無給）、 
派遣先、派遣日を記載して下さい。 

② 復帰時における報告および負担金について 
ア． 職員異動報告書の異動事項欄に復帰と記載するとともに、給料月額や職名に異動がある 

場合、給料月額確認書兼異動報告明細書の所定欄に併せて記載して下さい。 
イ． 復帰時に派遣期間にかかる市町負担金を徴収しますので、派遣期間中の給料額を「派遣 

職員等の市町負担金に関する取り扱いについて（P.55記載）」を参照のうえ、報告して下 
さい。 

 
 ２．退職派遣者 

(1) 派遣時における報告 
    職員異動報告書により報告の際、異動事項欄に「退職派遣」と記載のうえ、異動事由欄に派遣先 

および派遣予定期間も併せて記載して下さい。 
(2) 復帰時における報告 
① 就職報告書（様式第 1 号）により報告して下さい。 

なお、派遣前の組合市町の期間と派遣期間については、前歴期間となりますので、それぞれの 
期間を前歴欄に記載して下さい。 

②  復帰時に派遣期間にかかる市町負担金を徴収しますので、派遣期間中の給料額を「派遣職員等 
の市町負担金に関する取り扱いについて（P.55記載）」を参照のうえ、報告して下さい。 

  (3) 休職期間がある場合、職員異動報告書により報告して下さい。 
 
 ３．共通事項 

(1) 派遣中に育児休業がある場合、職員異動報告書により報告して下さい。 
(2) 派遣先において、退職手当の類を受けられた場合は、本組合まで公文書をもって報告して下さい。 
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派遣職員等の市町負担金に関する取り扱いについて 

 

 

滋賀県市町村職員の退職手当に関する特例を定める条例第 5条に規定する派遣職員等にかかる市 

町負担金の取り扱いについて次のとおり定める。 

  なお、この定めについては、平成 14 年 4月 1日以降の派遣職員等について適用する。 

 

  （市町負担金の納付） 

１． 組合市町は、派遣職員等が復帰したときは、滋賀県市町村職員の退職手当に関する条例第 30 条 

および第 31 条の規定に準じて、当該派遣期間にかかる市町負担金を組合へ納付するものとする。 

 

 

  （復帰に関する手続き） 

２．組合市町は、派遣職員等が復帰したときは、次の手続きを行うものとする。 

(1) 派遣職員等の復帰に関する報告書（別紙様式）を提出する。 

(2) 「派遣期間中の給料額の合計」の額を、次に定めるところにより、給料月額異動報告書（規則 

様式第３号）をもって報告する。 

なお、この額は同報告書の「調整増減」の欄に記載するものとする。 

① 復帰が１日付の場合   復帰した日の属する月 

② 復帰が月の中途の場合  復帰した日の属する月の翌月 

 

※ 派遣中の給料月額についても、給与改正に伴う経過措置としての差額が支給されている場合 

には、その差額を含む給料月額となります。 
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（様 式） 
 

派遣職員等の復帰に関する報告書 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

滋賀県市町村職員退職手当組合長 様 

 

 

 組 合 市 町 名 ：               

 組合市町長名：            印  

 

 

  平成  年  月  日をもって、派遣していた職員が復帰しましたので、当該派遣期間中 

における給料額を下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１．派遣期間中の給料額の合計                円 

 

２．派遣期間中の給料額 

 

職員番号 氏  名 派 遣 期 間 給料額（円） 備 考

  年  月  日～  年  月  日  

  年  月  日～  年  月  日   

  年  月  日～  年  月  日   

  年  月  日～  年  月  日   

  年  月  日～  年  月  日   

合    計   

 

   ※ 添付書類：派遣期間中の給料額計算書  
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派 遣 期 間 中 の給 料 額 計 算 書 

 

 

 

１．組合市町名           

 

２．職員番号            

 

３．職員氏名                  

（単位：円） 

期     間 
派遣中の給料月額

（A） 
月数 （A）×月数 

年   月  ～     年   月    

年   月  ～     年   月    

年   月  ～     年   月    

年   月  ～     年   月    

年   月  ～     年   月    

年   月  ～     年   月    

年   月  ～     年   月    

年   月  ～     年   月    

年   月  ～     年   月    

年   月  ～     年   月    

計  

 

    ※ （A）は、給与改正に伴う経過措置としての額を含んだ月額で支給されている場合は、 

その差額を含む給料月額となります。 
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<記載方法および留意事項> 

 

 

 

「派遣職員等の復帰に関する報告書」について 

 １．滋賀県市町村職員の退職手当に関する特例を定める条例第５条に規定する派遣職員等が復帰し 

たときは、本報告書を提出してください。 

 

 ２．給料額は、「派遣期間中の給料額計算書」により得られた額を記載してください。 

 

 

「派遣期間中の給料額計算書」について 

１．本計算書は復帰した職員一人につき一枚ずつ作成し、報告してください。 

 

２．派遣期間中に派遣先から受けていた給料の月額で「滋賀県市町村職員の退職手当に関する条例」 

第３１条に規定する給料月額に相当する額を「派遣中の給料月額（A）」として記載してください。 

 

３．月数の計算において、次の場合は除きます。 

(１) 派遣が月の中途であった場合はその月 

(２) 復帰が月の中途であった場合はその月 

 

４．給料月額の異動ごとに区切って記載してください。 

 

 



 

 

 

付       録 
 

 

 

○ 退職手当の基本額条項別一覧表 

 

○ 退職手当の基本額の支給率早見表 

 

○ 行政職給料表の「退職手当の調整額」 

 

○「退職手当の調整額」の制約一覧 

 

○退職手当の調整額の計算例 

 

○退職手当金計算例（勧奨退職） 

 

○    〃   （定年退職） 

 

○    〃   （自己都合退職） 

 

○差額負担金計算例「第５条適用」の勧奨退職 

 

○    〃   「第６条適用」の勧奨退職 

 

○「勧奨退職」と「自己都合退職」の支給率比較 

 

 ○ 滋賀県市町村職員退職手当組合勧奨退職の取り扱い基準に関する要綱 

                 （平成２０年３月２８日告示第１４号） 

 

○ 特別職退職手当支給率表 

 

○平成２２年度の主な改正点 

 

○ 退職手当組合ホームページ（退職手当金試算システムについて） 



 

 

（空白頁） 



区 分
条例第４条

（自己都合退職等の退職手当の基本額）

　　　　　　条例第５条
（11年以上25年未満勤続後の定年退職等
の退職手当の基本額）

条例第６条
（整理退職等の退職手当の基本額）

摘 要

  自己都合退職   整理退職

  公務外傷病退職   公務上の傷病、死亡退職

 

　　　　　　　定年退職 　　　　　　　　　　勧奨退職 　　　　　　　勧奨退職

　10年以下の　公務外死亡退職 　　　　　　　　　　定年退職 　　　　　　　定年退職

　　　　　　　通勤傷病退職 　　　　　　　　　　公務外死亡退職 　　　　　　　公務外死亡退職

                    通勤傷病退職 　　　　　　　通勤傷病退職

１年～10年      100/100 １年～10年      125/100 １年～10年      150/100
11年～15年      110/100 11年～15年      137.5/100 11年～25年      165/100
16年～20年      160/100 16年～24年      200/100 26年～34年      180/100
21年～25年      200/100 35年～          105/100
26年～30年      160/100

　31年～          120/100

＊20年未満の自己都合退職者に適用
１年以上10年以下の者　60/100
 11年以上15年以下の者　80/100

　16年以上19年以下の者　90/100

　20年以上の者(自己都合退職を除く） 　20年以上の者 　20年以上の者

本則×104/100     　　　本則×104/100     　　　本則×104/100

　短期（１年未満） 退職者の全在職期間が１年未満である場
  在職者の勤続 　すべて１年に切り上げる。 合の勤続期間の算定方法を規定したもの
  期間の取り扱い である。

（適用範囲の上限）

　　定年に達する日から６月前までに退

　職したものであること。

　　即ち、勧奨退職しようとする日にお

　いて、その者の年齢が、60歳定年の場

　合、59歳と6月（63歳定年の場合62歳

　と6月）未満であることを本措置適用

　の上限とする。

　　　　　　　　　　　　

-
5
9
-

勤 続 期 間 の
端数の取り扱い

最 高 限 度

定年前早期退職者
特 例 措 置

　退職時の給料　 　退職時の給料　
退職手当算定
基礎給料月額

（勧奨の対象範囲）

定年年齢が60歳もしくは63歳の者で、
　勤続25年以上の者　　　　　→条例第6条適用
  勤続11年以上25年未満の者　→条例第5条適用
　但し、定年年齢に達している者は除く

切り捨て

退 職 手 当 の 基 本 額 条 項 別 一 覧 表

59.28月59.28月

切り捨て 切り捨て

退 職 事 由 別
適 用 条 項

支給割合 (本則）

短 期 減 率

割増措置 (付則）

　
定年年齢より10年を減じた年齢以上でかつ勤続25
年以上である職員が、公務上やむを得ない理由
（勧奨退職、整理退職、公務上死傷病退職）によ
り退職する場合には退職手当の算定の基礎となる
給料月額を定年までの残年数１年につき２％ずつ
加算する。
（最高限度20％）

 ６月以上１年未満は１年とする。但し、傷
病、死亡による退職の場合は、すべて１年に
切り上げる。

退職手当の額（基本額＋調整額）＜保障額　　　で
ある場合は、施行日前日（平成18年3月31日）の給料
月額に施行日前日の支給率を乗じて算定する。

　退職時の給料　

11年以上25年未満の 25年以上の



1  0.6  0.6  1.0  1.0  1.0  1.0  1.5 (3.6a)  1.5 (3.6a) 1

2  1.2  1.2  2.0  2.0  2.0 条  2.0  3.0 (4.5a)  3.0 (4.5a) 2

3  1.8  1.8  3.0  3.0  3.0 例  3.0  4.5 (5.4a)  4.5 (5.4a) 3

4 条  2.4 条  2.4 条  4.0 条  4.0 条  4.0 第  4.0 条  6.0 (5.4a) 条  6.0 (5.4a) 4

5  3.0  3.0  5.0  5.0  5.0 ４  5.0  7.5  7.5 5

6  4.5  3.6  6.0  6.0 例  6.0 条  6.0  9.0  9.0 6

7 例  5.25 例  4.2 例  7.0 例  7.0  7.0 適  7.0 例  10.5 例  10.5 7

8  6.0  4.8  8.0  8.0 第  8.0 用  8.0  12.0  12.0 8

9  6.75  5.4  9.0  9.0  9.0  9.0  13.5  13.5 9

10 第  7.5 第  6.0 第  10.0 第  10.0 ４  10.0  10.0 第  15.0 第  15.0 10

11  8.88  8.88  11.1  11.1  11.1  13.875  16.65  16.65  16.65  13.875 11

12  9.76  9.76  12.2  12.2 条  12.2  15.25  18.3  18.3  18.3 条  15.25 12

13 ４  10.64 ４  10.64 ４  13.3 ４  13.3  13.3 第  16.625 ６  19.95 ６  19.95  19.95 例  16.625 13

14  11.52  11.52  14.4  14.4 適  14.4  18.0  21.6  21.6 条  21.6 第  18.0 14

15 条  12.4 条  12.4 条  15.5 条  15.5  15.5 5  19.375 条  23.25 条  23.25  23.25 5  19.375 15

16  13.28  15.39  16.6  17.1 用  16.6  21.375  24.9  24.9  24.9 条  21.375 16

17  14.16  16.83  17.7  18.7  17.7 条  23.375  26.55  26.55 例  26.55 適  23.375 17

18 適  15.04 適  18.27 適  18.8 適  20.3  18.8  25.375 適  28.2 適  28.2  28.2 用  25.375 18

19  15.92  19.71  19.9  21.9  19.9 適  27.375  29.85  29.85  29.85  27.375 19

20  21.0  23.5  21.84  24.44  27.3  30.55  32.76  32.76 第  32.76  30.55 20

21 用  22.2 用  25.5 用  23.088 用  26.52 第  28.86 用  32.63 用  34.632 勧 用  34.476  34.632 勧  32.63 21

22  23.4  27.5  24.336  28.6 ５  30.42  34.71  36.504 奨  36.192  36.504 奨  34.71 22

23  24.6  29.5  25.584  30.68 条  31.98  36.79  38.376 退  37.908 ６  38.376 退  36.79 23

24  25.8  31.5  26.832  32.76  33.54  38.87  40.248 職  39.624  40.248 職  38.87 24

25  33.75  33.5  35.1  34.84  42.12  41.34  42.12  41.34 条  42.12  41.34 25

26  35.25  35.1  36.66  36.504  43.992  43.212  43.992  43.212  43.992 条  43.212 26

27 条  36.75  36.7 条  38.22  38.168 条  45.864 条  45.084  45.864  45.084  45.864 例  45.084 27

28  38.25  38.3  39.78  39.832 例  47.736 例  46.956  47.736  46.956 適  47.736 第  46.956 28

29  39.75  39.9  41.34  41.496 第  49.608 第  48.828  49.608  48.828  49.608 ６  48.828 29

30 例  41.25  41.5 例  42.9  43.16 ６  51.48 ６  50.7  51.48  50.7  51.48 条  50.7 30

31  42.5  42.7  44.2  44.408 条  53.04 条  52.572  53.04  52.572 用  53.04 適  52.572 31

32  43.75  43.9  45.5  45.656 適  54.6 適  54.444  54.6  54.444  54.6 用  54.444 32

33 第  45.0  45.1 第  46.8  46.904 用  56.16 用  56.316  56.16  56.316  56.16  56.316 33

34  46.25  46.3  48.1  48.152  57.72  58.188  57.72  58.188  57.72  58.188 34

35  47.5  47.5  49.4  49.4  59.28  59.28  59.28  59.28  59.28  59.28 35

36 ５  48.75  48.7 ５  49.4  49.4 36

37  50.0  49.9  50.0  49.9 37

38 条  51.25  51.1 条  51.25  51.1 38

39  52.5  52.3  52.5  52.3 39

40  53.75  53.5  53.75  53.5 40

41 適  55.0  54.7 適  55.0  54.7 41

42  56.25  55.9  56.25  55.9 42

43  57.5  57.1  57.5  57.1 43

44 用  58.75  58.3 用  58.75  58.3 44

45  59.28  59.28  59.28  59.28 45 

　　　※カッコ書は、短期在職者が、この退職区分に該当して退職した場合の特例措置であり、aは、給料月額、扶養手当および地域手当の合計額を表す。

勧 奨 退 職

施行日前日の率 21年度以降施行日前日の率 施行日前日の率 18年度以降

 

定 年 退 職

18年度以降 施行日前日の率 18年度以降 施行日前日の率 18年度以降

整 理 退 職

公 務 外 死 亡 退 職

通 勤 傷 病 退 職

公 務 上 傷 病 死 亡 退 職公 務 外 傷 病 退 職

退 職 手 当 の 基 本 額 の 支 給 率 早 見 表

　-60-

年数

  

年数
自 己 都 合 退 職



 
行政職給料表の「退職手当の調整額」 

 
 

 

職員の区分 平成８年 4 月～平成 18 年 3 月 平成 18 年 4 月以降 

区分３ (41,700 円） ９級 ７級 

区分４ (33,350 円） ８級 ６級 

区分５ (25,000 円） ７級 ５級 

区分６ (20,850 円） ６級 ４級 

区分７ (16,700 円） ５級、４級 ３級 

区分８   (0 円） ３級、２級、１級 ２級、１級 

 ※ 「業務関係例規集（平成 22 年 4 月 1 日)」の P.75～P.82参照 
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「退職手当の調整額」の制約一覧 

 

勧奨、整理、定年、公務外死傷病、 

公務上死傷病、通勤傷病退職 
自己都合退職 

職員の区分 

勤続４年以下 勤続24年以下 勤続25年以上
勤続９年 

以下 

勤続10年以

上24年以下 

勤続 25 年 

以上 

区 分 １

(50,000 円） 
１／２ ○ ○ × １／２ ○ 

区 分 ２

(45,850 円） 
１／２ ○ ○ × １／２ ○ 

区 分 ３

(41,700 円） 
１／２ ○ ○ × １／２ ○ 

区 分 ４

(33,350 円） 
１／２ ○ ○ × １／２ ○ 

区 分 ５

(25,000 円） 
１／２ ○ ○ × １／２ ○ 

区 分 ６

(20,850 円） 
１／２ ○ ○ × １／２ ○ 

区 分 ７

(16,700 円） 
× × ○ × × ○ 

区 分 ８ 

(0 円） 
－ － － － － － 

 ※本書 P.15参照 
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◎ 退職手当の調整額の計算例 

  〔設定条件〕 

 ① 退職理由：勧奨退職   ② 退職日：平成 23 年 3月 31 日   ③ 勤続年数：３５年 

    ④ 休職月等： 平成 8年 4 月 1 日 ～ 平成 9 年 1 月 31 日（育児休業（１歳まで）） 

平成 18 年 4 月 1日 ～ 平成 19 年 1 月 3日 （公務外傷病休職） 

平成 19 年 4 月 1日 ～ 平成 20 年 3 月 31 日（公務外傷病休職） 

控 除 内 訳 

職員の区分・調整月額 
期   間 

(対象期間：H8 年 4 月～退職月）

基礎在 

職期間 事 由 期  間 月数 控除割合
控除 

月数 

控除後

の月数

調整額の月数 

(上限 60 カ月分) 

休 職 

平成 19 年 4 月 1 日

～  

平成 20 年 3 月 31 日

12 月 １／２ ６月 ４２月 ４２月 区分３ 41,700 円／月 

（行政職７級） 

平成 19 年 4 月 1 日 

～  

平成 23 年 3 月 31 日 

48 月 

       

休 職 

平成 18 年 4 月 1 日

～  

平成 19 年 1 月 3 日 

9 月 １／２ ５月 ７月 ７月 区分４ 33,350 円／月 

（行政職６級） 

平成 18 年 4 月 1 日 

～  

平成 19 年 3 月 31 日 

12 月 

－
6
3
－

       

育  休 

（1 歳まで） 

平成 8 年 4 月 1 日 

～  

平成 9 年 1 月 31 日

10 月 １／３ ４月 区分５ 25,000 円／月 

（行政職７級） 

平成 8 年 4 月 1 日 

～  

平成 18 年 3 月 31 日 

120 月 

     

116 月 １１月 

 
６０月 

  【退職手当の調整額の計算】 

  （区分３ 41,700 円×４２月）＋（区分４ 33,350 円×７月）＋（区分５ 25,000 円×１１月）＝２，２５９，８５０円 



 

退 職 手 当 金 計 算 例 （勧 奨 退 職） 
 － 

フ リ ガ ナ  所 属 組 合 

市 町 名 
 

職 員 氏 名  
フ リ ガ ナ  

生 年 月 日 昭和２７ 年  ５ 月 ５ 日生  ５８ 歳 
請 求 者 氏 名  

定 年 区 分 ６０ 歳 退 職 時 職 名  

現  住  所 
〒     － 

 

1 月 1日住所  

自 昭和 49 年 4 月 1 日 退 職 理 由   勧奨退職 裁定給料月額 454,688 円（ 4 ％)基 礎 在 

職 期 間 至 平成 23 年 3 月 31 日 勤続年数(支給率) 35 年（ 59.28 ） 退職手当金額 29,213,754 円

金融機関名  支  店  名  控 除 額 922,700 円

預 金 種 目  口 座 番 号  差引支給額 28,291,054 円

〔基礎在職期間  ３７年   ０月〕   〔除算期間  １年  ２月〕    〔勤続年月数 ３５年 １０月〕 

事   由 期    間 月 数 除算区分 備   考 

公務外傷病休職 H 19. 4. 1  ～  H 20. 3. 31 12 月 1／2  

公務外傷病休職 H 18. 4. 1  ～  H 19. 1.  3 9 月 1／2  

育児休業 H  8. 4. 1  ～  H  9. 1. 31 10 月 1／3 H 8. 2. 1 生 

    

    

    

    

    

    

勤

続

期

間

の

算

定 

除算期間 

合計除算月数    13.8 月        （1/3 除算  3.3 月、      1/2 除算 10.5 月、      1/1 除算     月） 

支給率 ５９．２８ 退職時給料月額 行（１）７級 ３５号 ４３７，２００円 

割増措置後の給料月額         ４５４，６８８円（割増率 ４ ％） 基本額 

(A) 
退 職 手 当 の 基 本 額                ２６，９５３，９０４円 

職員の区分 期    間 月 数 除算月数 支給月数 支 給 額（円） 減 率

区分３  41,700 円／月 H 19. 4  ～  H 23. 3 48 月 6 月 42 月 1,751,400 円  

区分４  33,350 円／月 H 18. 4  ～  H 19. 3 12 月 5 月 7 月 233,450 円  

区分５  25,000 円／月 H  8. 4  ～  H 18. 3 120 月 4 月 11 月 275,000 円  

       

       

調整額 

(B) 

計 2,259,850 円  

特定減額前給料月額に係る減額日の前日 年     月     日 

特 定 減 額前 給料 月 額(D)               円（割増率    ％） 支給率(F)  

退 職 日 給 料 月 額(E)               円（割増率    ％） 支給率(G)  特定減額 

特定減額前給料月額がある
場合の退職手当の基本額(H) 

円〔H＝D×F＋E×(G－F)〕 

新

制

度

退

職

手

当

の

算

定 

新 制 度 退 職 手 当 算 定 額(C)                          ２９，２１３，７５４ 円〔C＝A(H)＋B〕 

切 替 日 前 日 で の 年 齢 53 歳 切替日前日での勤続年数  31 年（ 31 年 8 月） 

切替日前日での支給率         53.04 切替日前日での給料月額 行(1)  8 級 20号      446,000円

切替日前日での割増措置後の給料月額                                 ５０８，４４０円（割増率 １４ ％）
保 障 額 

保 障 額(I)                         ２６，９６７，６５７ 円 

判 定 （C)の額と(I)の額のうちいずれか多い額 □○ (C)新制度退職手当算定額    □ (I)保  障  額  

退職手当金額  ２９，２１３，７５４ 円 

所 得 税 ５０３，７００円 税 額 計 ９２２，７００円

市 町 村 民 税 ２５１，４００円 共済組合貸付金償還額 円控 除 額 

都 道 府 県 民 税 １６７，６００円 控 除 額 合 計 ９２２，７００円

差引支給額                               ２８，２９１，０５４ 円 

摘 要  
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退 職 手 当 金 計 算 例 （定 年 退 職） 
 － 

フ リ ガ ナ  所 属 組 合 

市 町 名 
 

職 員 氏 名  
フ リ ガ ナ  

生 年 月 日 昭和２５ 年  １２月 ３１日生  ６０ 歳 
請 求 者 氏 名  

定 年 区 分 ６０ 歳 退 職 時 職 名  

現  住  所 
〒     － 

 

1 月 1日住所  

自 昭和 48 年 4 月 1 日 退 職 理 由   定年退職 裁定給料月額 418,200円（   ％)基 礎 在 

職 期 間 至 平成 23 年 3 月 31 日 勤続年数(支給率) 38 年（ 59.28 ） 退職手当金額 26,491,296 円

金融機関名  支  店  名  控 除 額 462,000 円

預 金 種 目  口 座 番 号  差引支給額 26,029,296 円

〔基礎在職期間  ３８年   月〕   〔除算期間   年   月〕    〔勤続年月数 ３８年   月〕 

事   由 期    間 月 数 除算区分 備   考 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

勤

続

期

間

の

算

定 

除算期間 

合計除算月数       月        （1/3 除算     月、      1/2 除算      月、      1/1 除算     月） 

支給率 ５９．２８ 退職時給料月額 行（１）６級 ６７号 ４１８，２００円 

割増措置後の給料月額         円（割増率    ％） 基本額 

(A) 
退 職 手 当 の 基 本 額                ２４，７９０，８９６円 

職員の区分 期    間 月 数 除算月数 支給月数 支 給 額（円） 減 率

区分４  33,350 円／月 H 21. 4  ～  H 23. 3 24 月 24 月 800,400 円  

区分５  25,000 円／月 H 18. 4  ～  H 21. 3  36 月 36 月 900,000 円  

区分６  20,850 円／月 H  8. 4  ～  H 17. 3 108 月   

       

       

調整額 

(B) 

計 1,700,400 円  

特定減額前給料月額に係る減額日の前日 年     月     日 

特 定 減 額前 給料 月 額(D)               円（割増率    ％） 支給率(F)  

退 職 日 給 料 月 額(E)               円（割増率    ％） 支給率(G)  特定減額 

特定減額前給料月額がある
場合の退職手当の基本額(H) 

円〔H＝D×F＋E×(G－F)〕 

新

制

度

退

職

手

当

の

算

定 

新 制 度 退 職 手 当 算 定 額(C)                          ２６，４９１，２９６ 円〔C＝A(H)＋B〕 

切 替 日 前 日 で の 年 齢 55 歳 切替日前日での勤続年数  33 年（ 33 年   月） 

切替日前日での支給率        56.160 切替日前日での給料月額 行(1)  7 級 24号      432,700円

切替日前日での割増措置後の給料月額                                         円（割増率   ％）
保 障 額 

保 障 額(I)                         ２４，３００，４３２ 円 

判 定 （C)の額と(I)の額のうちいずれか多い額 □○ (C)新制度退職手当算定額    □ (I)保  障  額  

退職手当金額  ２６，４９１，２９６ 円 

所 得 税 １９７，０００円 税 額 計 ４６２，０００円

市 町 村 民 税 １５９，０００円 共済組合貸付金償還額 円控 除 額 

都 道 府 県 民 税 １０６，０００円 控 除 額 合 計 ４６２，０００円

差引支給額                               ２６，０２９，２９６円 

摘 要  
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退 職 手 当 金 計 算 例 （自 己 都 合 退 職） 
 

フ リ ガ ナ  所 属 組 合 

市 町 名 
 

職 員 氏 名  
フ リ ガ ナ  

生 年 月 日 昭和５３ 年  １１月 ２９日生  ３２ 歳 
請 求 者 氏 名  

定 年 区 分 ６０ 歳 退 職 時 職 名  

現  住  所 
〒     － 

 

1 月 1日住所  

自 平成 13 年 4 月 1 日 退 職 理 由   自己都合退職 裁定給料月額 254,200円（   ％)基 礎 在 

職 期 間 至 平成 23 年 3 月 31 日 勤続年数(支給率) 10 年（ 6.000 ） 退職手当金額 1,525,200 円

金融機関名  支  店  名  控 除 額 0 円

預 金 種 目  口 座 番 号  差引支給額 1,525,200 円

〔基礎在職期間  10 年   月〕   〔除算期間   年  ０月〕    〔勤続年月数 10 年   月〕 

事   由 期    間 月 数 除算区分 備   考 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

勤

続

期

間

の

算

定 

除算期間 

合計除算月数       月        （1/3 除算     月、      1/2 除算      月、      1/1 除算     月） 

支給率 6.000 退職時給料月額 行（１）３級 １８号 ２５４，２００円 

割増措置後の給料月額         円（割増率    ％） 基本額 

(A) 
退 職 手 当 の 基 本 額                 １，５２５，２００円 

職員の区分 期    間 月 数 除算月数 支給月数 支 給 額（円） 減 率

区分７ 16,700 円／月 H 20. 4  ～  H 23. 3  36 月 0 月 36 月 0 円 1/1 

区分８       0 円／月 H 13. 4  ～  H 20. 3  84 月 0 月 24 月 0 円  

    

       

       

調整額 

(B) 

計 0 円  

特定減額前給料月額に係る減額日の前日 年     月     日 

特 定 減 額前 給料 月 額(D)               円（割増率    ％） 支給率(F)  

退 職 日 給 料 月 額(E)               円（割増率    ％） 支給率(G)  特定減額 

特定減額前給料月額がある
場合の退職手当の基本額(H) 

円〔H＝D×F＋E×(G－F)〕 

新

制

度

退

職

手

当

の

算

定 

新 制 度 退 職 手 当 算 定 額(C)                           １，５２５，２００円〔C＝A(H)＋B〕 

切 替 日 前 日 で の 年 齢 27 歳 切替日前日での勤続年数  5 年（ 5 年 0 月） 

切替日前日での支給率     3.000 切替日前日での給料月額 行(1)  3 級 5 号      212,600 円

切替日前日での割増措置後の給料月額                                         円（割増率   ％）
保 障 額 

保 障 額(I)                           ６３７，８００ 円 

判 定 （C)の額と(I)の額のうちいずれか多い額 □○ (C)新制度退職手当算定額    □ (I)保  障  額  

退職手当金額  １，５２５，２００ 円 

所 得 税 円 税 額 計 円

市 町 村 民 税 円 共済組合貸付金償還額 円控 除 額 

都 道 府 県 民 税 円 控 除 額 合 計 ０円

差引支給額                             １，５２５，２００ 円 

摘 要  
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年 3 月 31 日 歳

年

円

円 （割増率 ％）

円

円

第 6 号 ～
第 7 号 ～
第 号 ～

円 ）

歳 15 年 （ 15 年 0 月）

円 ％）

円

○ （Ｊ）新制度退職手当算定額 （Ｃ）保障額

円

年 3 月 31 日 歳
年

円

円 （割増率 ％）

円

円

第 6 号 ～
第 7 号 ～
第 号 ～

円 ）

歳 15 年 （ 15 年 0 月）

円 ％）

円

○ （Ｊ）新制度退職手当算定額 （Ｃ）保障額

円

差 額 負 担 金 計 算 例 『 第 ５ 条 適 用 』 の 勧 奨 退 職

120 0

ア．勧奨退職

勤 続 年 数

H21年3月

除算月数

 行(Ⅰ)4級46号 353,600

42

月数

〔新制度切替日の
前日（平成18年3月
31日）額の保障〕

職員の区分 期　　　間

H11年4月

調
整
額
Ｂ

切替日前日での年齢

支給額(円)

250,200

0

１／２24

支給月数

切替日前日での勤続年数

11,302,880

250,200
職員の区分 期　　　間

0
0

新 制 度 退 職

H23年3月 24

摘要

／

36

8,309,600

円

除算月数

37

500,400

20
基
本
額
Ａ

支給率 23.50 退職時給料月額  行(Ⅰ)4級46号 353,600

割増措置後の給料月額

退職手当の基本額

退 職 理 由  自己都合退職 勤 続 年 数

11,302,880

イ．自己都合退職した者としての計算

切替日前日での支給率 15.5

5,076,250

切替日前日での給料月額

切替日前日での割増措置
後の給料月額

退職手当金額

退 職 時 の 年 齢

20

30.55基
本
額
Ａ 10,802,480

 勧奨退職

退職時給料月額支給率

平成23退 職 日

退 職 理 由

新 制 度 退 職

手 当 算 定 額

割増措置後の給料月額

ちいずれか多い額）

判 定
（Jの額とCの額のう

保 障 額

保障額　　　　　　　Ｃ

退職手当の基本額

H21年4月

退職手当の調整額

新制度退職手当算定額Ｊ （J＝ Ａ＋Ｂ

1／1

 行(Ⅰ)5級12号 327,500

（割増率

0

退 職 日 平成23 退 職 時 の 年 齢 42

摘要

24 500,400

支給月数 支給額(円)

／

手 当 算 定 額

H11年4月 H21年3月 120

月数

H21年4月 H23年3月 24

調
整
額
Ｂ

退職手当の調整額

36 0 1／1

／

新制度退職手当算定額Ｊ 8,559,800
切替日前日での年齢 37 切替日前日での勤続年数

12.4 切替日前日での給料月額  行(Ⅰ)5級12号 327,500

（J＝ Ａ＋Ｂ

円
〔新制度切替日の
前日（平成18年3月
31日）額の保障〕

切替日前日での割増措置
後の給料月額

（割増率

保障額　　　　　　　Ｃ 4,061,000

保 障 額
切替日前日での支給率

8,559,800

　　　　　　　差額負担金(ア－イ）　2,743,080円

《差額負担金＝（勧奨退職手当金額　11,302,800円）－（自己都合退職手当金額　8,559,800円）》

判 定

（Jの額とCの額のう
ちいずれか多い額）

退職手当金額
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年 3 月 31 日 歳

年

円

円 （割増率 ％）

円

円

第 3 号 ～
第 4 号 ～
第 5 号 ～

円 ）

歳 31 年 （ 31 年 8 月）

円 ％）

円

○ （Ｊ）新制度退職手当算定額 （Ｃ）保障額

円

年 3 月 31 日 歳
年

円

円 （割増率 ％）

円

円

第 3 号 ～
第 4 号 ～
第 5 号 ～

円 ）

歳 31 年 （ 31 年 8 月）

円 ％）

円

○ （Ｊ）新制度退職手当算定額 （Ｃ）保障額

円

差 額 負 担 金 計 算 例 『 第 6 条 適 用 』 の 勧 奨 退 職

　　　　　　　差額負担金(ア－イ）　6,187,904円

《差額負担金＝（勧奨退職手当金額　29,213,754円）－（自己都合退職手当金額　23,026,850円）》

判 定

（Jの額とCの額のう
ちいずれか多い額）

退職手当金額

（割増率

23,026,850

〔新制度切替日の
前日（平成18年3月
31日）額の保障〕

保 障 額
切替日前日での支給率 42.5

保障額　　　　　　　Ｃ 18,955,000

切替日前日での割増措置
後の給料月額

切替日前日での給料月額

切替日前日での年齢 53 切替日前日での勤続年数

11 275,000 ／

 行(Ⅰ)8級20号 446,000

（J＝ Ａ＋Ｂ

円

H8年4月 H18年3月 120
新制度退職手当算定額Ｊ 23,026,850

4
5 7 233,450 ／

手 当 算 定 額

H18年4月 H19年3月 12

月数

H19年4月 H23年3月

1,751,400

支給月数 支給額(円)

／

退 職 日 平成23 退 職 時 の 年 齢 58

26,967,657

切替日前日での給料月額

（割増率

摘要

42

（J＝ Ａ＋Ｂ

14

／

11

 行(Ⅰ)8級20号 446,000

割増措置後の給料月額

ちいずれか多い額）

判 定
（Jの額とCの額のう

保 障 額

H23年3月 48
12 5

平成23退 職 日

退 職 理 由

新 制 度 退 職

手 当 算 定 額

35

59.28基
本
額
Ａ 26,953,904

 勧奨退職

退職時給料月額

454,688

支給率

退 職 理 由  自己都合退職 勤 続 年 数

切替日前日での年齢

保障額　　　　　　　Ｃ

29,213,754

イ．自己都合退職したとしての計算

切替日前日での支給率 53.04

53

35
基
本
額
Ａ

支給率 47.50 退職時給料月額  行(Ⅰ)7級35号 437,200

割増措置後の給料月額

退職手当の基本額

支給額(円)

1,751,400

退職手当の基本額

H19年4月

切替日前日での割増措置
後の給料月額

退職手当の調整額

新制度退職手当算定額Ｊ

H18年4月

調
整
額
Ｂ

2,259,850

20,767,000

円

除算月数

120 4

切替日前日での勤続年数

29,213,754

摘要

275,000 ／

新 制 度 退 職

48 6 42

支給月数
調
整
額
Ｂ

退職手当の調整額 2,259,850
職員の区分 期　　　間

／

退職手当金額

月数

〔新制度切替日の
前日（平成18年3月
31日）額の保障〕 508,440

H8年4月 H18年3月

職員の区分 期　　　間

233,450

ア．勧奨退職手当金額の計算

勤 続 年 数

H19年3月

除算月数

4

 行(Ⅰ)7級35号 437,200

58

6
7

退 職 時 の 年 齢
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勤続年数 勧奨退職 適用条項 自己都合退職 適用条項 差

1年 0.600
2年 1.200
3年 1.800
4年 2.400
5年 3.000
6年 3.600
7年 4.200
8年 4.800
9年 5.400
10年 6.000
11年 13.875 8.880 4.995
12年 15.250 9.760 5.490
13年 16.625 10.640 5.985
14年 18.000 11.520 6.480
15年 19.375 12.400 6.975
16年 21.375 15.390 5.985
17年 23.375 16.830 6.545
18年 25.375 18.270 7.105
19年 27.375 19.710 7.665
20年 30.550 23.500 7.050
21年 32.630 25.500 7.130
22年 34.710 27.500 7.210
23年 36.790 29.500 7.290
24年 38.870 31.500 7.370
25年 41.340 33.500 7.840
26年 43.212 35.100 8.112
27年 45.084 36.700 8.384
28年 46.956 38.300 8.656
29年 48.828 39.900 8.928
30年 50.700 41.500 9.200
31年 52.572 42.700 9.872
32年 54.444 43.900 10.544
33年 56.316 45.100 11.216
34年 58.188 46.300 11.888
35年 59.280 47.500 11.780
36年 59.280 48.700 10.580
37年 59.280 49.900 9.380
38年 59.280 51.100 8.180
39年 59.280 52.300 6.980
40年 59.280 53.500 5.780
41年 59.280 54.700 4.580
42年 59.280 55.900 3.380
43年 59.280 57.100 2.180
44年 59.280 58.300 0.980

45年以上 59.280 59.280 0.000

第５条

第４条

第６条

「勧奨退職」と「自己都合退職」の支給率比較
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滋賀県市町村職員退職手当組合勧奨退職の取り扱い基準に関する要綱 

 

制定   平成 20 年 3 月 28 日告示第 14 号  

一部改正 平成 21 年 7 月 10 日告示第 15 号  

滋賀県市町村職員退職手当組合勧奨退職の取り扱い基準に関する要綱（昭和 63 年

告示第 6 号)の全部を改正する。 

 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、滋賀県市町村職員の退職手当に関する条例(昭和 58 年条例第 3

号。以下「条例」という。)第 5 条第 1 項および第 6 条第 1 項に規定する勧奨退職

の取り扱い基準について定めるものとする。 

 （対象範囲） 

第２条  この要綱の対象となる職員の範囲は、滋賀県市町村職員退職手当組合を組織

する市町、一部事務組合および広域連合(以下｢組合市町｣という。）の職員で常時勤

務を要する者（以下｢職員 ｣という。）のうち次条に規定する退職発令日において、

その者につき定められた定年年齢に達しない者であって、次の各号に掲げる基準に

該当する者であるものとする。 

 （ 1）条例第 6 条の適用を受ける者 

定年年齢が 60 歳または 63 歳の者であって勤続 25 年以上の者 

 （ 2）条例第 5 条の適用を受ける者 

定年年齢が 60 歳または 63 歳の者であって勤続 11 年以上 25 年未満の者 

２ 前項の基準に該当する者であっても引き続き特別職もしくは教育長に就任する場

合には勧奨退職の取り扱いの対象としない。 

 （退職発令日） 

第３条  職員の退職の発令日は、毎年度末（3 月 31 日）付とする。 

 （勧奨退職予定者の報告） 

第４条  組合市町の長は、毎年 9 月末日までに勧奨退職予定者報告書（別記様式）を

組合長に提出するものとする。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

 （市町村合併に伴う特例） 

２ この要綱の公布の日から平成 22 年 3 月 31 日までの間は、要綱第３条中「毎年度

末(３月 31 日 )付とする。」とあるのは「毎年度末(３月 31 日 )付とする。ただし、

合併に関係する組合市町の職員および合併に関係する組合市町だけで組織された一

部事務組合の職員に限り合併の日の前日とすることができる。」と読み替えるもの

とする。 

   付 則 

 この要綱は、公布の日から施行する。 
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  別記様式 

 

                         文 書 番 号 

                         平成  年  月  日 

 

 

          平成  年度勧奨退職予定者報告書 

 

 

    滋賀県市町村職員退職手当組合長 様 

 

                     （組合市町長名） 〔印〕 

 

 

  下記の者については、滋賀県市町村職員退職手当組合勧奨退職の取り扱い 

基準に関する要綱第２条の規定に該当すると認められるので、同要綱第４条 

の規定に基づき報告します。 

 

                  記  

 

 

職 名 氏 名 生 年 月 日 就職年月日 適 用 条 項 

    
 第１項第 号

    
 第１項第 号

    
 第１項第 号

    
 第１項第 号

    
 第１項第 号

 

    
 第１項第 号

 



 

       特 別 職 退 職 手 当 支 給 率 表   
 

 

 １．支給率                              （百分比） 
 

区 分 長 副市町長 教育長 
 

支給率 ４３ ２６ ２０ 

 

 

 

 ２．特別職の退職手当の算定方法 

 

    退職時の報酬月額×支給率（月単位）×勤続月数＝退職手当支給額 

 

 

 ３．特別職の退職手当の特例 

 

  (1) 支給方法 

    特別職の退職手当は、その任期毎に支給する。（算定期間は４８月が限度となる） 

    なお、教育長の場合、その任期が前任者の残任期間であるとき、当該期間の満了時に退

職手当を支給するものとする。 

 

 

  (2) 退職理由 

    特別職の退職手当は、一律上記の支給率を適用し算定するものとし、一般職の職員と異 

なり、退職理由による支給率の割増措置は一切無い。 
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平成 22 年度の主な改正点 

 

Ⅰ 退職手当の支給制限等の改正 

１．改正の背景 

  不祥事の発生を契機に、国家公務員の退職手当制度に退職手当の返納事由および返納対

象を拡大する等の措置が講じられ、平成 21 年 4 月 1日から施行された。 

ついては、地方公務員にも同様の措置が求められたことを受け、本組合においても退職

手当制度の一層の適正化を図り、もって公務に対する信頼確保に資するため、国から示さ

れた「条例案」に沿って、退職手当条例に所要の改正を行い、平成 22 年 4 月 1 日から施行

した。 

 

２．改正の概要 

（１）定義（退手条例第 19 条） 

退職手当条例に新たな支給制限および返納等の規定を設けるにあたり、今回の改正で

定義したもの。 

①懲戒免職等処分 

職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分であり、地公法の規

定による懲戒免職処分、同盟罷業を行ったこと等により退職させられた場合の他、原

則地公法の適用を受けない特別職の職員に対する解職処分等を含む。 

②懲戒免職等処分実施機関 

既に職員ではない退職者に対し、支給制限処分等の要件となる「懲戒免職相当の認

定」等を行う機関については、国から示された「条例案」どおり、当該職員の退職日

に懲戒権を有していた機関と規定しており、各構成団体がこれにあたる。 

 

（２）懲戒免職等処分もしくは欠格条項に該当して失職の場合（退手条例第 20 条） 

条文を、国と同様「退職手当を支給しない」から「退職手当等の全部または一部を支

給しないこととする処分を行うことができる」に改めており、制度上は必ずしも全額不

支給としないことも可能となっているが、国は運用方針で原則全額不支給とされており、

地方にも同様の取り扱いが要請されていることを受け、従来どおり、全額不支給を原則

とする。 

 
（退手組合長への報告） 

規則第 10 条の 2の規定に基づき報告が必要。（特別職も同様） 

（報告様式） 

・退職手当の支給制限に関する報告書（様式第 15 号） 

・退職手当の支給制限に関する報告書（様式第 15 号の 2）※退職者が死亡の場合に使用 

   ※ 懲戒免職処分を発令された場合の事務手続は別紙参照 

 

（３）退職手当の支払の差止め（退手条例第 21 条） 

在職中の刑事事件に関し、犯罪があると思料するに至った場合および逮捕された場合

としていた差止め要件を、「懲戒免職等処分実施機関が、在職中に懲戒免職等処分を受け

るべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき」まで

拡大。 

また、処分対象を退職者本人から遺族まで拡大。 
 

（退手組合長への報告） 

規則第 10 条の 3の規定に基づき報告が必要。（特別職も同様） 

（報告様式） 
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・職員の起訴に関する報告書（様式第 16 号） 

・退職手当の差止理由に関する報告書（様式第 16 号の 2） 

・退職手当の差止理由の消滅等に関する報告書（様式第 16 号の 3） 

  

（４）退職手当の支給制限（退手条例第 22 条）※退職手当の支払前 

   懲戒免職、欠格条項に該当しての失職、同盟罷業を行ったこと等により退職させられ

た場合および起訴中に退職した場合等としていた支給制限の要件を、「懲戒免職等処分実

施機関が、在職中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき」まで拡大。 

また、処分対象を退職者本人から遺族等まで拡大。 

 
（退手組合長への報告） 

規則第 10 条の 4の規定に基づき報告が必要。（特別職も同様） 

（報告様式） 

禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限（返納）に関する報告書（様式第17号） 

 

（５）退職した者の退職手当の返納（退手条例第 23 条）※退職手当の支払後、本人対象 

「在職中の行為にかかる刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき」に限定して

いた返納要件を、「懲戒免職等処分実施機関が、在職中に懲戒免職等処分を受けるべき行

為をしたと認めたとき」まで拡大。 

 
（退手組合長への報告） 

規則第 10 条の 5の規定に基づき報告が必要。（特別職も同様） 

（報告様式） 

禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限（返納）に関する報告書（様式第17号） 

 

（６）遺族の退職手当の返納（退手条例第 24 条） 

「懲戒免職等処分実施機関が、在職中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認め

たとき」には、当該職員の退職後 1 年間に限り、遺族に対し、返納命令処分を行うことが

できるとする規定を新設。（返納対象者の範囲を拡大） 

 
（退手組合長への報告） 

規則第 10 条の 5の規定に基づき報告が必要。（特別職も同様） 

（報告様式） 

禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限（返納）に関する報告書（様式第17号） 

 

（７）退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付（退手条例第 25 条） 

懲戒免職等処分実施機関が、当該退職手当を受給した者の相続人に対し、退職日から

６月以内に当該職員の在職中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足

りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、その相続人に対し、退職手当相当額の納

付命令処分を行うことができる等の規定を新設。（返納対象者の範囲を拡大） 

 
（退手組合長への報告） 

規則第 10 条の 6に基づき報告が必要。（特別職も同様） 

（報告様式） 

退職手当の受給者の相続人からの納付に関する報告書（様式第 18 号） 

 

（８）退職手当審査会（退手条例第 26 条） 

組合長の諮問に応じ、支給制限等の処分について、調査･審議するため、組合長の附属

機関として退職手当審査会を置く。 
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（９）関係規定の整備 

①退職手当審査会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例を制定 

    地方自治法第 203 条の 2（報酬及び費用弁償）の規定に基づき、退職手当審査会の委員

の報酬及び費用弁償に関する条例を制定。 

 

  ②退職手当条例施行規則の改正 

   条例改正に伴い、関係様式の制定および報告の手続き等について、所要の改正を行い、

改正条例と同じ平成 22 年 4 月１日から施行した。 

   各構成団体の職員（退職者）が、上記の支給制限要件に該当した場合等は、各構成団

から退手組合へその内容を報告していただく必要があります。 
〔新規制定の様式〕 

退職手当の支給制限に関する報告書        （様式第 15 号） 

退職手当の支給制限に関する報告書        （様式第 15 号の 2） 

職員の起訴に関する報告書            （様式第 16 号） 

退職手当の差止理由に関する報告書        （様式第 16 号の 2） 

退職手当の差止理由の消滅等に関する報告書    （様式第 16 号の 3）

禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限（返納）に関する報告書 （様式第 17 号）

退職手当の受給者の相続人からの納付に関する報告書    （様式第 18 号） 

懲戒免職等処分に関する通知書          （様式第 18 号の 2） 

退職手当支給制限処分書             （様式第 19 号） 

退職手当支払差止処分書             （様式第 20 号） 

差止処分の取消しに関する通知書         （様式第 20 号の 2） 

退職手当返納命令書                （様式第 21 号）  

退職手当相当額の納付命令書           （様式第 21 号の 2） 

 

  ③滋賀県市町村職員退職手当組合退職手当審査会規則の制定 

 

  ④退職手当に係る聴聞の手続に関する規則の制定 

 

 

Ⅱ その他の改正 

１．退職手当条例施行規則関係 
〔一部変更の様式〕 

職員就職報告書                 （様式第 1号） 

職員異動報告書                 （様式第 2号） 

退職手当請求書                 （様式第 6号） 

履歴書                     （様式第 7号） 

遺族退職手当請求書               （様式第 10 号）

平成 18 年条例第 4号の施行の日において受けるべき給料月額報告書       （様式第 13 号の 3） 

失業の証明書                                    （様式第 29 号) 

※新様式はＨＰに掲載しております。 

 

２．事務取扱要領関係（職名コードの変更） 

  主幹（主幹）１１５   主監 １３１ 

              主幹 １３２ 
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             懲戒免職処分を発令された場合の事務手続 

 

                     

 

・退職手当支給制限処分書（様式第 19 号）により当該処分を受けるべき者に通知 

根拠：退職手当条例第 20 条第 2 項 

 

 

 

 

 

 

 

・処分の実施について組合市町 

（懲戒免職等実施機関）へ報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

退職手当の支給制限に関する報告書（様式第 15 号）を組合長に提出    

根拠：退職手当条例施行規則第 10 条の 2 第 1号 

 

組合市町（懲戒免職等処分実施機関）

懲戒免職発令 

退職手当組合 

被処分者 
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退職手当金試算システムについて 

 

退職手当金試算システムは、ホームページ上に必要事項を入力すると、一般職の退職手当金を

自動的に計算できますので、次の要領でご利用ください。 

 

 

1.試算システムへのアクセス方法（従来どおり） 

「滋賀県町村会ＨＰ」→「滋賀県市町村職員退職手当組合ＨＰ」→「退職手当金試算システム」 

→「ユーザー名とパスワードの入力」→「ＯＫ」で試算システムの入力画面が開きます。 

 

 

    ・滋賀県町村会ホームページアドレス ···http://shiga-chousonkai.jp/   

・ユーザー名 ·······················csk-members 

・パスワード ························2004 

 

①                     ② 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ③                   ④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退職手当金 
試算システム 

滋賀県 
市町村職員退
職手当組合 

ユーザー名 csk-members 

パスワード  2004 

 

 

- 80 - 

http://shiga-chousonkai.jp/


2.利用方法 

 入力画面に沿って、就職日、退職予定日などの必要事項を入力し、ＧＯで計算を実行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.留意事項 

必要事項を入力し、 
ＧＯで計算実行です。 

・退職理由を選択し、最終給料月額および平成 18 年 3 月 31

日現在の給料月額を入力してください。 

・給料月額は双方とも手当等を含まない給料表の額です。

・平成 18 年 3 月 31 日現在の給料月額は退職手当の保障額の

算定に必要です。 

・退職手当の調整額の算定に必要ですので、平成 8年 4

月～退職までの間に属していた職員の区分とその期

間を入力してください。 

・職員の区分は給料表の級等により決定しますが、？

退職手当の調整額についてのボタンを押していただ

きますとウィンドが開いて詳しく表示されます。

・在職中に育児休業や公務外傷病休職等の期間があ

る場合は、退職手当の算定期間から除算すること

になりますので、その事由を選択し、期間等を入

力してください。 

・除算事由等については、？除算期間についてのボ

タンを押していただきますとウィンドが開いて詳

しく表示されます。

就職年月日、退職予定日および生年月日を入力し、

定年年齢を選択してください。 

・このシステムで計算できるのは、一般職の「自己都合退職」「勧奨退職」「定年退職」です。 

・平成 18年 4月 1日以降に降格などにより給料の減額改定以外の理由で給料月額が減額されたことがある場合（特

定減額）は、このシステムで退職手当を計算できません。 

・「勧奨退職」と「自己都合退職」の差額により平成 21 年度導入の「勧奨退職に係る差額負担金額」を求めること

ができます。 
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